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1.目的及び平成 31年度の事業計画 

1.1.背景と目的 

1.1.1.背景 

近年、短寿命のα線放出核種を利用した放射性治療薬の研究が注目されている。日本国内

では平成 28 年から 223Ra による骨転移のある去勢抵抗性前立腺がんに対するα線核医学治

療が実施されている。1) 日本国内でも放射線発生装置で製造した半減期 7.2 時間のα線放

出核種である 211At を用いた核医学治療薬の開発が行われている。海外では、225Ac を用いた

核医学治療薬開発と臨床導入が盛んに行われている。今後、225Ac の利用は日本国内でも増々

高まることが予想される。 

 

1.1.1.1.原子力規制委員会による短寿命核種の安全規制に関する事業 

短寿命核種は、短時間で大きく減衰するため、長寿命のα線放出核種等に対する規制運用

とは異なる新しい合理的な安全管理の方法を提案する必要がある。実際に原子力規制委員

会は、平成 29 年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業費）において短

寿命 α 核種等の RI 利用における放射線管理のあり方に関する研究を重点研究テーマとし

ている。この公募要項に記載されている重点テーマの背景には、「国内の α 核種の管理体系

は長寿命 α 核種を想定したものであり、短寿命α核種に適用すると過剰な管理となるとと

もに、使用及び管理に伴う作業の非効率化につながることが指摘されている」との記述があ

る。2) 従って、短寿命 α 核種の使用に対しては、新しい安全管理・規制が必要との認識で

安全管理に関する研究が進められてきた。原子力規制委員会が実施した短寿命放射性核種

の利用における安全規制に関する委託事業は、平成 29 年度から令和２年度の間で 3 つの事

業が実施されている。 

平成 29 年度及び平成 30 年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業費）

により「短寿命α線核種の合理的規制ためのデータ取得による安全性検証と安全管理・教育

方法の開発」（代表：篠原厚（大阪大学））（以下、安全規制研究篠原班）3) 及び「短寿命α

線核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研究」（代表：細野

眞（近畿大学））（以下、安全規制研究細野班）4) の 2 事業が実施された。大阪大学が実施し

た事業では、主に 211At、223Ra、及び 225Ac を含む溶液からの短寿命核種の飛散率等の実験

データ取得、223Ra を使用する医療施設での患者の呼気からの RI の飛散データ取得につい

て報告されている。また、この事業では、短寿命α線放出核種のガイドラインの作成に向け

た論点が整理されている。近畿大学の事業では、短寿命α線放出核種を使用している海外及

び国内施設への実態調査が報告されている。近畿大学の事業及び文献で報告されている海
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外施設のうちスウェーデンの放射線施設の特徴的な点として、以下が挙げられている。4)-6) 

1) 非密封 RI の許可量の取得においては、実測値を用いている。 

2) 線量評価の上で実質的に安全かつ免除されるレベル（211At の場合、10 MBq）が導入さ

れている。 

3) グローブボックスの排気配管が施設の排気ダクトに連結されていない。これは、フィル

ターを透過した量を実測し、被ばくのリスクが極めて少ないことが確認されているため

である。 

4) α線源の廃棄物は一時的に保管された後、他の放射性廃棄物と同様に専門業者によって

回収・処分されている。 

平成 29 年度原子力規制委員会の放射線対策委託費にて、日本アイソトープ協会が「短半

減期核種の合理的な規制に向けた調査」（以下、RI 協会委託事業）として、調査研究を実施

している。7）今後、医療機関での利用が見込まれる RI について、過大な評価により空気中

濃度限度や排気、排水中濃度限度が設定されている核種を洗い出すために、国内外の文献を

調査したところ、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件（平成 12 年科学技術庁告

示第 5 号）で定められている数量告示別表の数値は特に保守的に設定されているものでは

ない旨、報告されている。また、この委託事業では、今後の RI の利用ニーズ調査が実施さ

れ、以下の点が挙げられている。 

1) 核医学分野に関する利用ニーズとしては、陽電子放出断層撮影法（PET）に用いられる

ポジトロン核種やα線放出核種がますます増加していく傾向がある。 

2) 利用核種にα線放出核種が導入されてきていることから、従来の安全管理手法では対応

出来ないケースも想定すべきである。 

3) 医薬品開発における毒性試験等の合理的な実施のために、生物等に RI を投与した後、

放射線事業所外での評価を実施する必要性が求められている。 

前述のとおり、原子力規制委員会が実施した先行の委託事業により、短寿命放射性核種

（特にα線核種）については、国内及び海外の放射線施設の実態調査、飛散率等の基礎的デ

ータの取得、ニーズ等の情報が揃ってきたところである。 

 

1.1.2.目的 

短寿命の放射性核種を使用した医学関連研究が盛んに実施されており、近い将来、放射線

施設でこれらの核種の大量利用が期待される。用いられるα線放出核種は、短時間で大きく

減衰するため、長寿命のα線放出核種等に対する規制運用とは異なる新しい方法を提案す

る必要がある。そこで、各施設での短寿命放射性核種の許可使用数量を算定する際の新しい
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評価方法とその評価方法の担保の方法をまとめたガイドライン等を作成する。この評価手

法に関してはα線放出核種以外にも適用できるものとする。これらに加えて、医薬品開発に

おける毒性試験等の実施のために、生物等に RI を投与した後、放射線事業所外での評価を

実施する場合の安全管理に関する方法についてもまとめる。作成したガイドライン等の案

については、原子力規制庁及び放射線安全管理に関係する学協会と協議し、意見、要望も盛

り込めるよう検討する。作成したガイドライン等については、関連する学協会等にオーサラ

イズしていただくことを目標にしている。 

各施設が定める行為等を業務従事者に遵守させるためには教育の実施が必須である。そ

こで、この事業では、短寿命放射性核種の安全取扱を教えるために、日本放射線安全管理学

会に必要な教育内容を検討と、教育資料の作成を担当いただいている。この資料は、令和 2

年度に日本放射線安全管理学会を通じて公開される予定である。 

 

1.1.3.本事業の特色・独創的な点 

本グループのほとんどの者は、平成 29 年度より安全規制研究篠原班にて、211At, 223Ra, 225Ac

の合理的規制のための実験データ取得研究を実施してきた。RI 協会委託事業では、短半減

期核種の合理的規制に向けた調査を実施している(委員長：畑澤順、WG 主査：久下裕司、

渡部浩司は本研究メンバー）。また、同じく安全規制研究細野班の一部のメンバーにも参加

いただいている。本研究メンバーは、様々な学協会の中核の役職に就いている。従って、研

究途中での学協会等の有識者からの要望、意見の取り入れを円滑に行うことが可能である。 

 

1.1.4.期待される成果 

本ガイドラインの各放射線事業所内外への効果を以下にまとめる。 

1) 各許可事業所は、ガイドラインに基づく評価の方法、評価に対する信頼性を担保する方

法及び短寿命核種取扱に関する教育及び訓練を実施することによって従来の評価の方法

と同等の被ばくのリスクで短寿命核種を取り扱うことができる。 

2) ガイドラインに記載した活動により、許可事業所は合理的に安全性が担保され、各許可

事業所の実態に即した規制となる。本ガイドラインはその根拠となるものである。合理的

に安全性が担保される場合とは、例えば充分な教育体制が整っており、使用手順等を遵守

できる場合を言う。 

3) ガイドラインは関連学協会にてオーサライズされると共に、各許可事業所の許可申請に

おける使用数量設定の根拠となり、かつ原子力規制委員会が使用数量の許可を判断する

上でも、科学的に検証された合理的な判断基準として取り扱われる存在となる。 

4) 国内での短寿命核種を利用した研究・医療の発展を放射線管理の点から後押しすること
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に繋がる。 

 

1.2.平成 31年度の事業計画 

1) ガイドライン等作成会議によるガイドラインの内容検討 

本事業の研究協力者及び研究参加者の専門分野ごとにガイドライン等作成の際に盛り

込むべき内容、必要な事項を洗い出した上で、ガイドライン等作成会議にて検討する。第

１回目はキックオフ全体会議とし、今年度の事業の計画を共有するとともに、今後の方

針を議論する。第２回目以降は、洗い出された検討事項の議論及び安全規制研究篠原班

が提示したガイドライン等の論点として議論すべき内容、安全規制研究細野班の成果及

び RI 協会委託事業の成果からガイドラインに盛り込むべき内容も加味し、議論する。ガ

イドライン等作成の検討材料とするために、211At のフィルター捕集に関する実験と実験

動物の管理区域からの退出に関する要件に関する実験を実施する。 

2) 短寿命アルファ線等の安全取扱に関する教育資料の作成のための内容検討 

次年度に作成する短寿命アルファ線等の安全取扱に関する教育資料作成のための準備

段階として、本年度は、教育資料作成に必要な情報を収集し、その内容を検討する。ただ

し、日本放射線安全管理学会に外注して実施すること。日本放射線安全管理学会はアド

ホック委員会を設置し、事業を実施する。 

3) ガイドライン等内容に関する各関連学協会及び原子力規制庁との協議 

ガイドライン等作成の検討材料とするために、放射線安全に関係する関連学協会等及

び原子力規制庁が任命するプログラムオフィサー及び PO 補佐等と協議を実施する。 

4) 事業進捗の PDCA 

PO 及び PO 補佐に対し、ガイドライン等作成会議の進捗状況等を隔月程度の頻度で

報告する他、事業実施内容について疑問が生じた場合、その都度助言を仰ぐ。本事業にお

ける会合の委員を選定するときは、あらかじめ原子力規制庁担当官の確認を受けるほか、

会合を開催する際には原子力規制庁に通知し、その職員の出席を認めることとする。 

 

1.3.平成 31年度の事業メンバー 

 本年度の事業は、以下のメンバーで事業を実施した。なお、ガイドライン等作成会議メン

バーのうち、大江及び永田は、若手研究者である。両名が、文献検索及び 211At の飛散率測

定実験を実施した。 
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1) ガイドライン等作成会議メンバー 

委員長: 

吉村崇 (大阪大学) 

 

委員: 

久下裕司 (北海道大学) 巽光朗 (大阪大学) 

渡部浩司 (東北大学) 兼田加珠子 (大阪大学) 

白崎謙次 (東北大学) 渡部直史 (大阪大学) 

永津弘太郎 (量子科学技術研究開発機

構) 

大江一弘 (大阪大学) 

羽場宏光 (理化学研究所) 永田光知郎 (大阪大学) 

山村朝雄 (京都大学) 山口和也 (大阪大学) 

藤堂剛 (大阪大学) 神谷貴史 (大阪大学) 

畑澤順 (大阪大学) 川口修平 (大阪大学) 

篠原厚 (大阪大学） 中島覚 (広島大学) 

豊嶋厚史 (大阪大学)  

 

オブザーバー: 

伊藤拓 (日本メジフィジックス) 

白神宣史 (大阪大学) 

 

アドバイザー: 

米倉義晴 (日本アイソトープ協会) 

 

原子力規制委員会放射線安全規制研究戦略的推進事業 

プログラムオフィサー: 

中村吉秀 (日本アイソトープ協会) 

 

プログラムオフィサー補佐: 

原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ 放射線規制部門職員 
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2) 日本放射線安全管理学会短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホッ

ク委員会メンバー 

委員長： 

久下裕司（北海道大学） 

 

委 員： 

右近直之（福島県立医科大学）   大江一弘（大阪大学） 

柴 和弘（金沢大学）    西 弘大（長崎大学） 

桧垣正吾（東京大学）    古澤 哲（東京ニュークリア・サービス株式会社） 

渡辺茂樹（量子科学技術研究開発機構） 渡部浩司（東北大学） 
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2.平成 31年度の事業実施内容及び成果 

 この章では、ガイドライン等作成会議で議論された内容に基づいて決められた事項と

ガイドラインに内容についてまとめる。内容決定までの手順としては、ガイドライン等作成

会議の開催の前に幾つかのワーキンググループで内容検討いただいた。その結果を元に、ガ

イドライン等作成会議の委員の中から一部の委員が素案を作成した上で、ガイドライン等

作成会議で議論する形で進めた。 

 

2.1.ガイドライン等作成会議での検討内容 

2.1.1.ガイドラインの適用範囲 

ガイドラインは、RI 等規制法内での規制に関するものである。医療機関におけるガイド

ラインの適用範囲については、RI 等規制法に基づいて規制を受ける範囲になる。そこで、

「RI 等規制法に基づき、非密封 RI の使用の許可を受けた放射線事業所が対象である。ガイ

ドラインは、RI 等規制法に基づく規制を受ける範囲内に適用される」とした。 

 

2.1.2.ガイドラインの対象核種の検討 

表 2.1-1 に医療使用されている非密封の核種又は利用が期待されている核種の例を示

す。各核種については、文献から抽出した。1)-9) α線放出核種では、227Th の半減期が一

番長く、18.72 日である。ただし、227Th は核燃料であるため、2.1.1 で示したガイドライ

ンの適用範囲には入らないので除外した。したがって、225Ac の親核種で 225Ac のジェネレ

ータとしての利用が期待される 225Ra の半減期が 14.9 日で一番長い。SPECT 核種および

PET 核種は診断用の核種であるため、半減期が短いものが用いられる傾向にある。そのた

め、最長のものでも 133Xe の 5.243 日になる。β核種は治療を目的として使用されている

又は使用が期待されている核種である。これらの核種は主に日オーダーの半減期の核種が

用いられているが、50.53 日の 89Sr を除くと半減期は 1 5 日未満のものが使用されてい

る。89Sr の半減期は、1 ヶ月を超え、短寿命核種とは言い難いため、ガイドラインの対象

核種となる短寿命核種は、225Ra の半減期に合わせて 15 日以内を目安とすると設定した。 

現状、短寿命核種に関する飛散率等のデータは一部の核種に限られているが、ガイドライ

ンに記した活動を実施することによってデータを取得していない核種についても従来の評

価の方法と同等の安全性を担保した上で短寿命核種を取り扱うことができると判断できる

ため、ガイドラインでは、ここでの短寿命核種の定義にある「半減期 15 日以内を目安とす

る」を適用できる全ての核種に使用できるものとした。ただし、この定義、特に「目安とす

る」という文言については、今後の議論によって、変更の可能性がある。 
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表 2.1-1. 医療で使用されている非密封の核種又は利用が期待されている核種の例 

d: 日、h: 時間、m: 分、s: 秒を示す。 

 

 

2.1.3.空気中 RI濃度、排気口中の空気中 RI濃度、排水中の RI濃度に対する実測に基づい

た数値の適用 

実測に基づいた数値を導入することに対する説明が分かりやすくなるよう、この項では

まず、従来の評価方法を述べた後、ガイドライン等作成会議の検討を述べる。 

 

2.1.3.1.従来の非密封 RIの使用の許可申請のための評価方法 

従来、国内での非密封 RI の使用の許可申請は、モデル計算を元に放射線の量、RI の空気

中濃度、排気口における空気中濃度、排水中の濃度が評価されている。基本的にほとんどの

許可事業所は、平成 12 年 10 月の国際放射線防護委員会の勧告（ICRP Pub.60）の取り入れ

α核種 β核種 SPECT 核種 PET 核種 

核種 半減期 核種 半減期 核種 半減期 核種 半減期 

149Tb 4.118 h 32P 14.26 d 67Ga 3.261 d 11C 20.39 m 

211At 7.214 h 47Sc 3.349 d 81mKr 13.10 s 13N 9.965 m 

212Pb 10.64 h 67Cu 2.576 d 99mTc 6.01 h 15O 2.037 m 

212Bi 60.55 m 89Sr 50.53 d 111In 2.805 d 18F 109.8 m 

213Bi 45.59 m 90Y 2.667 d 123I 13.27 h 44Sc 3.927 h 

223Ra 11.44 d 131I 8.021 d 133Xe 5.243 d 62Cu 9.74 m 

225Ra 14.9 d 153Sm 1.929 d 155Tb 5.32 d 64Cu 12.70 h 

225Ac 10.0 d 166Ho 1.118 d 161Tb 6.88 d 66Ga 9.49 h 

227Th 18.72 d 177Lu 6.734 d 201Tl 3.038 d 68Ga 67.63 m 

  186Re 3.718 d   76Br 16.2 h 

  188Re 17.01 h   82Rb 1.273 m 

  198Au 2.695 d   86Y 14.74 h 

      89Zr 3.267 d 

      110mIn 1.152 h 

      124I 4.176 d 

      152Tb 17.5 h 
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等による放射線障害防止法関係法令の改正について（通知）10)で示されている飛散率等の数

値を用いて評価をしている。これらの飛散率等の数値は、固体や気体、通常使用と動物実験

といった、性状や使用方法に応じて、大まかな形で分けられている。この従来から行われて

いるモデル計算に基づく評価の方法は、施設・設備の能力についてのデータがあれば許可使

用数量を算定することが出来るため便利な方法である。また、現状では、飛散率、透過率等

のデータは報告例が少ないので、一律に決められている数値を使わざるを得ない場合が多

い。実際のところ、飛散率等の数値は、核種の種類、その性状、及び使用方法に応じて大き

く異なることは、安全規制研究篠原班での飛散率データで示されており、過去のβ, γ線放

出核種等に関する飛散率導出実験の結果でも報告されている。11)−18) 一律に決まっている

飛散率の数値は、文献で報告されている飛散率の実測の数値と比較すると多くの核種にと

っては、かなり安全側に立った形に設定されている。例えば、動物実験において生存してい

る動物に RI を投与した場合は、モデル計算で使用される飛散率が 1（糞尿を処理した場合

は 0.1）に設定されている。ここで、短寿命の放射性核種を用いた場合、使用中に減衰して

いくため、動物実験で設定されている飛散率 1 という数値はかなり安全側に立った設定と

言える。 

 

2.1.3.2.許可申請のための評価方法への実測を基づいた値の導入に関する検討 

α線放出核種の場合、数量告示別表で定められている空気中濃度限度、排気中又は空気中

濃度限度、排液又は排水中濃度限度の数値はβ線放出核種等に比べてかなり小さい。例え

ば、225Ac のハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物での空気中濃度限度

は 2 × 10-5 Bq/cm3 である。225Ac と同じく核医学治療研究で用いられている 177Lu の空気

中濃度限度は 2 × 10-2 Bq/cm3 であるため、225Ac を現状どおりの評価方法で評価すると、

使用数量をかなり少なく設定せざるを得ない。平成 29 年にアイソトープ協会で実施された

短寿命核種の事業報告にあるように、数量告示別表で定められている数値は、諸外国に比べ

て保守的に設定されている訳ではないことが分かっている。19)したがって、安全側に設定さ

れている一律の飛散率の値を使用することと、各放射線事業所がそれぞれの使用の条件に

基づいて実測し、その値を適用することを各事業所が選択できるのが適当と結論づけた。実

際、225Ac の飛散率は、文献では 10-5 のオーダーであり、通知で示されている飛散率の値で

ある 10-2 に比べて極めて小さい。したがって、RI の使用にあたっては、適正な飛散率を使

用して空気中 RI 濃度等を評価する方法を用いることは合理的と言える。 

IAEA 基本安全原則では、「安全のための一義的な責任は放射線リスクを生じる施設と活

動に責任を負う個人または組織が負わなければならない」とされており、令和元年 9 月 1 日
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施行の RI 等規制法の改正にあたっては、事業者責務の取り入れが行われている。ガイドラ

インで記載されている評価方法とその評価に対する信頼性を担保する方法は、各許可事業

所が安全のための一義的な責任をもって活動することを念頭に定められている。 

現在、各核種の許可使用数量を算出する際に対象となる遮へい能力、空気中 RI 濃度、排

気口の空気中 RI 濃度、排水中の RI 濃度の評価方法としては、通知で示されたモデル計算

による評価法が使用されている。このため、短寿命α線放出核種の許可使用数量を決める空

気中濃度等をより精確に評価するためには、現在、一律で使用している飛散率等の数値を使

用するのではなく、海外施設のように、そのデータを実験的に導出した上で、その値を用い

て評価することが必要である。一方で、国内で従来から行われているモデル計算に基づく評

価も便利な方法である。したがって、従来の方法とは大きくかけ離れた評価方法を採り入れ

るよりも既存のモデル計算に実測の数値を採り入れる方が適切とガイドライン等作成会議

では判断した。そこで、ガイドラインでは、通知に基づいたモデル計算の方法を使用するが、

飛散率等については、実測に基づいた数値を適用できるようにすることとした。 

使用する全ての核種について、各事業所が飛散率等のデータを実験的に求めることは実

用的ではない。実測に基づいた数値を適用するのは、目的とした放射線作業を行うにあたっ

て、通常の評価方法では取り扱うことができない数量を使用したい場合に限られると思わ

れる。そこで、複数の核種の使用許可を有している施設においては、現行の評価方法と新し

い実測に基づいたデータを取り入れた評価方法が混在した形で空気中濃度等を評価するこ

とは、当然のことながら可能とガイドライン等作成会議は判断した。 

実測の数値には、不確かさがある。したがって、実測の数値に基づいた数値の設定とは、

不確かさを考慮して安全側に立った数値を用いることを意味している。現段階では、その数

値の決定方法は、IAEA 基本安全原則に則り、各放射線事業所が責任をもって判断をすれば

よいと考えているが、次年度に改めてガイドライン等作成会議内で議論する。 

 

2.1.3.3.飛散防止装置の導入 

安全規制研究細野班の研究では、海外施設においては、グローブボックスの排気配管が施

設の排気ダクトに連結されておらず、グローブボックスの排気は活性炭を通過したものが

解放される形で運用されていること、また、実測によって解放されている 211At に含まれる

リスクが極めて少ないことが確認されていることが報告されている。20) RI を隔離するフィ

ルター付きボックス（飛散防止装置）の使用は、ボックス内の圧力調整が容易にできるメリ

ットをもつ。実際に排気ダクトと連結してなくても、フィルターから透過してくる RI の量

を実測することにより、飛散防止装置から排出される RI が作業室に飛散する量とできる。
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したがって、安全規制研究細野班の報告に基づいて、設備に関しては、飛散防止装置内で RI

を取り扱い、装置に適正な RI フィルターを設置した場合は、装置の排気口から放出される

RI の排出率を考慮して、作業室内の空気中濃度や排気中濃度を評価できることにした。ま

た、安全規制研究篠原班が実施した実験及び 2.3.1 に示す今年度実施した実験により短寿命

核種はそれぞれの物理的・化学的性状に応じて適切なフィルターがあるため、「飛散防止装

置に設置する RI フィルターに関しては、適切なフィルターを使用すること」とガイドライ

ン作成会議で決定した。ただし、上記の飛散防止装置という名称については、次年度改めて

ガイドライン等作成会議で議論する。 

 

2.1.4.評価のためのモデル計算への減衰の全面的な導入 

短寿命核種の最大の特徴は短期間で大きく減衰することである。従って、使用数量等の許

可を得るための評価を行う上で減衰を考慮することこそ、科学的に合理的である。そこで、

本ガイドライン等作成会議は、核種の許可申請のための評価に対して、短寿命核種の減衰を

導入すると判断した。現段階では、１回あたりの使用時間や使用回数等を設定することでモ

デル計算をすることをガイドライン案に盛り込んでいるが、減衰のモデル計算の方法は、ガ

イドライン等作成会議内で次年度に詳しく議論する。 

 

2.1.5.実測の数値の信頼性担保の方法 

現在でも飛散率等について実測の数値を使用することは認められているが、その数値が

論文発表されていることが求められており、現実的にはハードルが非常に高く、実行性が乏

しいことが懸念される。繰り返しになるが、IAEA 基本安全原則では、「安全のための一義

的な責任は放射線リスクを生じる施設と活動に責任を負う個人または組織が負わなければ

ならない」とされており、令和元年 9 月 1 日施行の法改正では事業者責務の取り入れが行

われている。そのため、許可使用数量算定のための評価に飛散率等の実測に基づいた数値を

取り入れることに関しても、各事業所が責任をもって行うことが重要である。そこで、ガイ

ドライン等作成会議では、実測データの信頼性を担保する方法について検討し、以下の方針

とした。 

「実験等に関係する事項を承認する委員会等の組織体制を構築する。」 

「実測のデータの取得に際しては、各事業所がピアレビューする体制を構築して実験方法や

その結果についてレビューする。レビューアーの任命は、その実験に関する事項等を承認

する委員会等の組織の長が行う。」 

「実測データ取得実験に関係した記録及びデータや、レビューの過程は、記録に残す。」 
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上記の方針は、放射線リスクを生じる事業所を使用する個人及び組織が、その活動におい

て安全のための一義的な責任を負う形に合致している。また、論文の投稿にあたってピアレ

ビューを受けることは、研究者にとっては極めて普通のことであるため、上記の方針は各施

設にとっても受け入れ易い形になっていると考えている。なお、上記の一連の手続きは、放

射線障害予防規程又はその細則内に記載する必要があると判断している。 

 

2.1.6.教育及び訓練  

実測データに基づいた評価をした核種については、特定の実験手順での飛散率等のデー

タを評価に使用している。従って、対象核種を使用するための実験手順を定め、使用者に

は、その手順を遵守させる必要がある。そのため、実験手順を訓練として教える必要があ

る。RI センターのような各放射線業務従事者が様々な研究を行っている事業所では、通常

の教育訓練とは別に教育訓練を実施するのが現実的と思われるが、施設の事情等により全

ての業務従事者を対象にして教育訓練を実施しても問題はない。ガイドラインでの教育項

目の例としては、対象核種の許可使用数量等、使用場所を定めている場合はその場所、使用

する測定機器の取扱方法、対象核種の使用方法と使用上の注意、保管方法、廃棄方法、定め

られた手順通りに実験を実施出来ない場合の対処方法、緊急時の対応等が挙げられる。ま

た、上記の教育及び訓練の手順については、放射線障害予防規程又はその細則内への記載が

必要と判断している。 

 

2.1.7.下限数量以下の RIの使用  

動物等に対する放射性薬剤の毒性試験等は薬剤開発のために重要であり、先行事業でも

そのニーズがあることが述べられている。19) 短寿命核種は短時間で規制の対象外と考えて

よい下限数量以下にまで減衰するため、RI の投与後、下限数量以下にまで減衰した動物や

試料について、非密封線源の許可使用者ではない事業所にて様々な試験が可能にすること

が合理的かつ経済的である。そのため、ガイドラインには、非密封線源の許可使用者以外の

者による下限数量以下の非密封短寿命放射性核種の使用のガイドラインをまとめた。この

項では、従来の方法について述べ、続いて下限数量以下の線源の使用におけるガイドライン

検討内容について説明する。 

 

2.1.7.1.非密封線源の許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封線源の使用の事務

連絡内容 

非密封線源の許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封線源の使用については、
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法令の規定は無いが、その方法が平成 17 年 6 月の事務連絡で示されている。21) その内容

を以下に記す。 

下限数量以下の非密封線源の使用は、その使用・保管・運搬・廃棄について規制を要しな

いレベルである。一方で、放射性同位元素等の規制に関する法律（以降「RI 等規制法」）で

は、所持の制限があるため、事業所に所持する非密封線源の数量の和が下限数量を超えると

きは、あらかじめ使用の許可を受けることが必要になる。許可使用者以外の者による下限数

量以下の非密封線源の使用については上記を踏まえた運用を図る。 

事業所内における非密封線源の数量は、使用する数量のみならず、保管している非密封線

源等、事業所内にある非密封線源の数量の全てを加えて計算し、総数量が下限数量以下であ

れば、許可は要しない。総数量が下限数量を超えれば、使用の許可を受けることが必要であ

る。 

RI 等規制法の許可事業者が、許可事業所に有している非密封線源を下限数量以下に小分

けして、RI 等規制法の許可・届出事業所ではない事業所に引き渡すには、使用の目的、使

用の方法にそのことを追加するほか、RI の流通の経路把握のために、RI 等規制法の販売業

の届出をすることが示されている。事務連絡では Q&A が示されているが、そのうち、ガイ

ドラインに関係するものについて、ここで記す。 

１）事業者が下限数量を超えるものを廃棄したのではないかという懸念が生じたとき、

事業者自身が下限数量以下であることを証明することが求められると考えられる。 

２）許可使用者以外の者の「汚染された物」の取扱いは、法令の廃棄の基準ではないた

め、事業所内の「汚染された物」に付着している数量を事業所内における数量に含めて

計算する必要がある。 

３）譲渡を継続して行う場合、無償譲渡であっても販売業の届出が必要である。譲渡を継

続して行う行為は、通常、使用の目的の範囲外であり、「使用」としては馴染みにくい。

このような行為は、販売業の届出の上、行うことが適切と考える。 

 

2.1.7.2.非密封線源の許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封線源の使用 

短寿命放射性核種を払い出す事業所（非密封 RI の許可事業所）を甲とし、受け入れる事

業所（非密封線源の許可使用者ではない事業所）を乙とする。平成 17 年の事務連絡 21) に

より、RI の流通の把握のために下限数量以下の非密封線源を RI 等規制法の許可・届出事業

所ではない事業所に引き渡すには、使用の目的、使用の方法にそのことを追加するほか、RI

等規制法の販売業の届出をすることが示されている。したがって、甲は許可申請の際に使用

の目的、使用の方法にそのことを追加するほか、RI 等規制法の販売業の届出をする必要が



 15 

ある。これらに加えて、非密封線源の許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封短寿

命放射性核種の使用を安全に行うために、ガイドラインでは非密封線源の許可使用者でな

い事業所の範囲、非密封線源の許可使用者ではない事業所の責任、受入れ・運搬・使用、払

出し・廃棄、記帳、教育を求めることとした。 

 

 

2.1.8.安全規制研究篠原班でまとめられたガイドライン策定に向けた論点の整理に対する

コメント 

  安全規制研究篠原班で述べられた論点の整理 18) に対してコメントを記す。 

(1）ガイドライン策定の目的 

各放射線事業所での短寿命アルファ線放出核種の許可使用数量を決める新しい施設設備

基準及び行為基準をまとめるために、ガイドライン等を作成する。 

1) 本ガイドライン等はこれまでの安全規制研究のデータを元に作成され、合理的に安全

性が担保される場合には一律の規制でなく、施設の状況に応じて、規制を緩和する根

拠となるものである。（十分な教育体制が整っており、必要な基準を遵守できる場合

に限る。） 

2) 本ガイドライン等は関連学協会にてオーサライズされると共に、各事業所の許可申請

における使用数量設定の根拠となり、かつ原子力規制委員会が使用数量の許可を判断

する上でも、科学的に検証された合理的な判断基準として取り扱われる存在となる。 

 

コメント：短寿命アルファ線放出核種の許可使用数量を決める施設設備基準及び行為基準

は、法律に基づく基準になるため、この文言は法令改正を意識しているようにみえるとの

原子力規制庁放射線規制部門から助言があった。本研究では、当初より法令改正の必要は

なく、法令のもつ許容性の範囲内での運用に対するガイドラインを作成しているため、各

施設での短寿命放射性核種の許可使用数量を算定する際の新しい評価方法とその評価方法の

担保の方法をまとめたガイドライン等を作成する形としている。 

 

(2）ガイドラインの対象となる研究目的と用途 

 ガイドラインで対象とするのは、短寿命アルファ線放出核種を使用する施設を対象とす

るのではなく、その研究目的と用途を限定して適応すべきと考える。 

 医学での利用及び医学利用を目的とした研究に特化するのが適当と考える。 
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コメント：ガイドラインの研究提案時には、アルファ核種についてのガイドラインを作成す

ることにしていたが、研究提案のヒアリングを通して、原子力規制委員会より「ガイドライ

ンの検討にあたり、短寿命アルファ核種に限定せずに、ベータ核種等も含め短半減期核種に

ついて包括的に検討すること」との留意事項が示されたため、ガイドラインの対象核種の定

義はアルファ核種をベースとして考えるが、検討するガイドラインの内容について、ベータ

線放出核種や PET 核種等も含めることができる場合は、それらの核種も含めることとした。

原子力規制委員会の留意事項は、ガイドラインを広く利用してもらうことを念頭において

事業を進めるべきとの判断があったと考えられるので、次の(3)でのガイドラインの対象と

なる施設を全ての許可事業所に適用可能とするとの判断とも整合している。 

 

(3）ガイドラインの対象となる施設 

 前項で示すとおり、特定の目的（例えば、医学利用を目的とした研究等）で使用する施

設が対象と考えられるが、平成 12 年 10 月 23 日付け科学技術庁「国際放射線防護委員会

の勧告(ICRP Pub.60)の取り入れ等による放射線障害防止法関係法令の改正について(通

知)」で通知された飛散率等の数字を利用する形で、原子力規制委員会より各核種の使用許

可（承認）を得る従来から一般的に行われている方法も便利な方法である。従って、従来

からの方法を使用しつつ、ガイドラインで設定された施設、設備基準及び行為基準を満た

した時に、原子力規制委員会はアルファ核種に特化して使用数量の増加を許可（承認）す

べきである。 

 医学での利用及び医学利用を目的とした研究に特化するのが適当と考える。 

 

コメント：元々、安全規制研究篠原班は、短寿命アルファ線放出核種に限定して研究が実

施されており、近年、盛んになっているアルファ核種の医療への利用を念頭においてい

た。そのため、ガイドラインの策定に向けた論点として、医学利用及び医学利用を目的と

した研究に特化すべきとの意見であった。しかしながら、今年度の事業において、ガイド

ライン等作成会議での議論の中で、このガイドラインの主たる対象は、医療及びそれに関

連した研究を実施する許可事業所であるが、特定の目的だけに適用することは公平性に欠

けるとの結論になったため、「ガイドラインについては、全ての許可事業所に適用可能と

する」とした。なお、ガイドラインは医療を目的とした場合に限らず、適用できるように

配慮して作成している。また、評価の方法には、従来からの方法を使用している。 

 

(4）短寿命アルファ線放出核種の定義 
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 ガイドラインで対象とする短寿命のアルファ線放出核種は、上記（２）で規定される目

的や用途を考慮した上で、定義しておく方がよいと考える。 

 現時点では、本研究で対象とした 221At、223Ra、および 225Ac が挙げられる。 

 

コメント：(2)で述べたとおり、原子力規制委員会より「ガイドラインの検討にあたり、短

寿命アルファ核種に限定せずに、ベータ核種等も含め短半減期核種について包括的に検討

すること」との留意事項が示されたため、短寿命核種の定義内の核種は全てガイドライン

適用可能とした。 

 

(5）使用方法 

 短寿命アルファ線放出核種の使用方法は、例えば、医学系での研究としても多様であ

り、以下の 4 つの利用方法が挙げられる。 

① 病院等での使用 

② 研究施設における動物への投与 

③ 研究施設における非密封 RI 実験（動物実験を除く） 

④ 放射線発生装置を使用した RI 製造 

それぞれ、使用方法はかなり異なる。そのため、上記各項目における使用方法を精査し

た上で、利用方法に関してガイドラインに盛り込む内容があるかを検討する必要があると

考える。 

 

コメント：上記の 4 つのカテゴリーに合わせて委員より意見をいただいた上で、ガイドラ

インの素案を作成している。 

 

(6）設備要件 

前項の使用方法とも密接に関連するが、核種と使用方法に基づいて合理的安全規制を実

施する際に必要な設備要件を検討する必要がある。 

 223Ra や 225Ac の通常使用では、本研究の結果、飛散率は充分に小さく、娘核種の飛

散も充分に小さいことが分かったので、特別な設備要件は必要ないと考える。 

 211At については、揮発性の高い薬品に対する一般的な飛散防止措置を考える必要が

ある。特に、211At を飛散しやすい状態で使用する場合は、特別な飛散防止装置を検
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討すべきである。現行の法令では、グローブボックスは排気設備への接続が必須であ

るが、本研究で得られた結果では、飛散する 211At は、HEPA フィルターで除去でき

ることが分かった。そのため、法令には無い新しいカテゴリーとして、安全取扱のた

めの RI アイソレーションボックス（RI フィルター付隔離操作ボックス、排気系に接

続しないグローブボックス）の使用を認める形にできるか検討したほうが良い。 

 

コメント：指摘どおりにガイドライン案に盛り込んでいる。 

 

(7）個別の飛散率等を設定するのに必要な条件 

 アルファ核種では、内部被ばくの影響が大きいため、飛散率が使用量を決めるのに大き

な影響を与えていると考えられる。そこで、本ガイドライン作成においては、飛散率をど

のように設定していくかを検討し項目として含める必要がある。また、排水中の濃度限度

の数字もアルファ核種は非常に厳しい。ただし、現行の許可（承認）申請においても、

「排水しない」形で、使用許可（承認）は認められているため、そういった許可（承認）

申請方法もあることは、ガイドラインに記載しても良いのではと思われる。 

 225Ac 及びその子孫核種については、存在状態がイオン種であるため、非常に飛散し

にくい。従って、この場合は、ある程度の安全側に立った飛散率を使用して、全て

の使用に用いることが可能と考えられる。 

 223Ra の場合は、ゾーフィゴとしての使用がほとんどと考えられるため、今回、研究

で用いた飛散率の数字を適用出来るものと考える。 

 211At では、条件によって飛散率が大幅に変化するため、エビデンスに基づいて飛散

率を決定するのか、又は、ある程度の範囲ごとに条件を括って、飛散率の数字をガ

イドライン中で設定するのか、検討が必要である。本研究では、アスコルビン酸の

添加が飛散を抑える効果が大きいことが示されたが、このような条件付きの設定も

有用と考える。 

 

コメント：飛散率の設定は実測に基づいて、安全側を設定するよう記載している。アルフ

ァ核種は排水しないという方法もあるが、病院では排水しないという方法はありえないと

の意見が出たため、現時点のガイドラインには盛り込んでいない。次年度に作成する予定

のマニュアルに盛り込むことは検討すべきである。211At で提案されている飛散率のある程
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度の範囲は、各施設がどのように実測し、それをどのように実験手順書に盛り込むのかに

依存するため、各事業所が個別に考える案件と判断している。 

 

(8）安全管理の方法 

 施設の規模やその施設での RI の使用の用途にも依存するため一概には言えないが、一

般的には、施設の利用者全てが、ガイドラインで設定された短寿命アルファ線核種を使用

する者にならないことの方が多いものと思われる。特に、大学の RI センター等では、多

種多様な目的で RI が使用されるため、ガイドラインに適合する者はごく一部となると思

われる。従って、ごく一部の者を適正に従事者管理することは必要と考える。また、後で

述べるように、それらの者に短寿命アルファ核種利用方法を確実に遵守させるための教育

を実施することが必要である。この様に、ごく一部の者が使用する場合は、使用区域を管

理区域全域とはせずに、特定の場所に限定する方法も考えられる。 

使用においては、飛散率の設定等があるため、そのルールに従って行えば良いと思われ

る。一方、廃棄物からは 219Rn、211At の飛散が起こる可能性はゼロではないので、充分に

減衰するまでは密閉した容器で廃棄物保管をしておく等、ガイドライン作成の際に、飛散

防止対策への検討は必要と思われる。 

 

コメント：一部の者に対して教育及び訓練を実施することを想定して、ガイドライン案の

教育訓練は作成されている。廃棄物に関しては、当初の提案とは異なり、ガイドラインが

特定の核種に限って作成されるものではなくなったため、次年度に作成する予定のマニュ

アルの中に盛り込むことを検討している。 

 

(9）安全管理の合理的運用の根拠となるエビデンスの取得の必要性 

 本研究の結果でも示しているように、画一的に安全規制の合理的運用をするのは困難で

ある。従って、（7）でも示しているように、安全管理の合理的運用においては、根拠となる

データは必要と思われる。安全管理の合理的運用の根拠となるエビデンスは、各施設固有の

作業条件下で、必要に応じ個々に取得することを要請するかどうかは検討が必要である。 

 エビデンスの取得が必要な場合は、その施設の実際の使用方法に合わせて、実際に

その施設で短寿命アルファ線放出核種を取り扱う者が取得したデータをエビデンス

とすべきと考える。 
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 エビデンス取得の際に用いる測定器の要件や方法も重要な条件であるが、施設によ

り測定機等も限られることも考慮した対応を検討する必要がある。 

 

コメント：基本は各施設が独自にエビデンスを取得することを想定してガイドラインを作

成している。ただし、病院での利用に場合は、手順は完全に固まった状態で使用されると

考えられるため、実測に基づいた数値は、他の許可事業所で得られたデータと同じと考え

てよい根拠を示すことが出来れば、その値を用いて評価して良いことと記している。測定

器の使用方法については、教育資料の作成プロジェクトで検討がされている。 

 

(10）使用施設の等級別的扱いの導入 

 （3）で示すとおり、ガイドラインの対象となる施設は、従来の放射線施設で使用され

ている平成 12 年 10 月の科学技術庁の通知で規定されている飛散率等の数字を使用した施

設とは異なり、ガイドラインで設定された施設、設備基準及び行為基準を満たした施設で

ある。従って、等級別的な扱いを導入した形になり、一般の非密封放射線施設よりはより

高いグレードを持った施設とする位置づけになる（正規に等級を導入することは法改正を

伴う？）。その場合、利用者の経験の有無や期間についても条件として検討する必要があ

る。 

 

コメント：ガイドライン等作成会議内でも、当初は、利用者の経験や期間等による等級的

な扱いを導入したほうがいいのではないかと検討した。しかしながら、実測のデータを取

得することは、まず通常の方法での許可をとった上で、飛散率等取得実験を実施すること

になり、そのことが出来る施設は、結果的に高いグレードをもった事業所に限られるた

め、わざわざ等級的な扱いを導入する必要は無いと判断したため、その導入はしない。 

 

(11）教育及び訓練の実施体制 

前項までに記載した設備の充実や経験、管理方法の検討は、非常に重要であるが、そ

の内容について、短寿命アルファ核種を使用する放射線業務従事者に十分に理解させ、そ

の技術的能力が担保されるようにするためには、教育及び訓練の実施が必須である。従っ

て、必要な基準を遵守できる十分な教育体制が整っていることは極めて需要であり、その

実施体制について、ガイドラインで考慮するべきである。 
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コメント：教育及び訓練の内容はガイドラインに盛り込んでおり、特に訓練を実施できる

ことが、実施体制が出来ていることになると判断している。 

 

(12）教育及び訓練での教育内容 

 短寿命アルファ線核種の安全取扱についての教育内容は、各施設の実情に合わせて十分

に検討が必要である。従って、ガイドラインの作成においては、その作業と平行して、教

育のモデルプログラムを作成することが必要である。 

 本研究では、大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター

（吹田本館）（阪大 RI センター（吹田））の実情に合わせて教育方法を作成し、教

育訓練を行った。その際に挙げた項目は以下の通りである。 

① 使用核種の数量と使用場所 

② 大量使用する場合における管理者への承認について 

③ 使用するサーベイメータ 

④ 短寿命アルファ核種使用上の注意（ヒヤリハットを含む） 

⑤ 使用の際の一般的な事項に関してのヒヤリハット事例 

⑥ 短寿命アルファ核種の保管 

⑦ 短寿命アルファ放出核種の廃棄 

⑧ その他の注意 

⑨ 緊急時の対応 

 

コメント：指摘に沿ってガイドライン案を作成している。また、上記の内容は教育訓練資

料にも盛り込まれる予定になっている。 

 

(13）その他、ガイドライン作成において要望すること 

 原子力規制庁では、短寿命核種の合理的な規制に向けて、いくつかの調査研究が実施さ

れている。本事業で得られた結果に加えて、他の事業で得られた結果についてもガイドラ

イン作成には、ぜひ考慮いただきたい。 

ガイドライン策定は、より合理的な安全管理を、法令の改正を伴わず、規制の運用によ

り実現するためのもので、国外の主要機関で取られている対応が参考になると思われる

が、その前提条件、特に人的環境の違いに留意すべきである。 



 22 

 

コメント：本事業は、安全規制研究篠原班及び細野班、RI 協会委託事業のメンバーで構成

されており、先行事業で指摘されている内容やニーズがガイドラインに盛り込まれてい

る。近畿大学の海外施設の視察の報告でも指摘されているとおり、諸外国では、ステーク

ホルダーである規制側と利用側双方が利益とリスクをよく議論した上で合理的な規制の下

で安全を確保しつつ利用されていることが報告されている。我が国においても今まで以上

に規制側と利用側双方がよく議論する場ができることが望まれる。 

 

2.2.ガイドラインの内容の主たる点 

ガイドラインの内容を以下にまとめる。なお、あくまでも現時点での内容であり、次年度

にも原子力規制庁及び関係学協会との協議の結果によっては、変更もありうる。 

○ガイドライン適用の対象となる放射線事業所とその適用範囲 

「RI 等規制法に基づき、非密封 RI の使用の許可を受けた放射線事業所が対象である。ガ

イドラインは、RI 等規制法に基づく規制を受ける範囲内に適用される。」 

 

○ガイドラインの適用対象となる短寿命放射性核種の目安 

「ガイドラインの適用対象となる放射性核種は、半減期が 15 日以内を目安とする。」 

 

○遮へい能力の評価 

・人が常時立入る場所における評価 

通常の遮へい計算を行うことになるが、減衰を考慮する場合は、1 回あたりの使用時間を

規定し、使用時間を遵守していることを証明することができるようにする必要がある。 

「作業室については、放射線業務従事者が 1 日最大使用数量を使用している状況を想定

する。ただし、短寿命核種については減衰を考慮するか否かを許可事業所が選択できる。

減衰を考慮する場合は、1 回の使用あたりの使用時間を規定すること。」 

「貯蔵室には、貯蔵能力分の数量が保管されているものとして評価する。ただし、短寿命

核種については、減衰を考慮するか否かを許可事業所が選択できる。減衰を考慮する場

合は、1 回の使用あたりの使用時間を規定すること。」 

・管理区域境界における評価 

「使用中の非密封線源及び貯蔵中の非密封線源について、短寿命核種については、減衰を

考慮するか否かを許可事業所が選択できる。減衰を考慮する場合は、3 月間のうち、短寿

命放射性核種を受入れる頻度を仮定し、評価すること。」 



 23 

・事業所境界における評価 

「使用中の非密封線源及び貯蔵中の非密封線源について、短寿命核種については減衰を考

慮するか否かを許可事業所が選択できる。」 

 

○作業室（人が常時立入る場所）の空気中 RI 濃度の評価 

「各作業室の空気中の RI 濃度の算出に用いる飛散率は、実測に基づいた数値を使用する

か否かを許可事業所が選択できる。ただし、実測に基づいた数値を使用する場合は、不確

かさを考慮して安全側に立った数値を用いること。」 

「フードで取扱う場合は、フードから作業室内への逆流率として 10-1 を使用する。理論計

算等で逆流率を算出できる場合は、その数値を使用してもよい。」 

 

「RI を捕集する能力をもつ排気フィルター付きの RI 飛散防止装置（以下、飛散防止装置）

を使用した場合、飛散防止装置の排気口から放出される RI の排出率（以下、排出率）の

実測に基づいた値から平均濃度を算出する方法を用いる。ただし、実測に基づいた数値

は、不確かさを考慮して安全側に立った数値とすること。飛散防止装置はフード内に設置

するか、飛散防止装置の排気口を排気ダクトの吸気口に向けて設置すること。」 

「飛散防止装置をフード内に設置した場合は、フードから作業室内への逆流率として 10-1

を使用する。これは、飛散防止装置の排気口をフード内に設置した場合にも適用される。」

「短寿命核種については減衰を考慮するか否かを許可事業所が選択できる。」 

ただし、上記の飛散防止装置という名称については、次年度改めてガイドライン等作

成会議で議論する。 

 

 

○排気口空気中の RI 濃度の評価 

「排気口における空気中 RI 濃度の算出に用いる飛散率及び透過率は、実測に基づいた数

値を使用するか否かを許可事業所が選択できる。ただし、実測に基づいた数値は、不確か

さを考慮して安全側に立った数値とすること。」 

「飛散防止装置を用いた場合は、排出率の数値から平均濃度を算出する方法を用いる。」 

「短寿命核種については、使用中の減衰を考慮するか否かを許可事業所が選択できる。」 

「短寿命核種については、使用中に作業室から排気口に至るまでの減衰を考慮するか否か

を許可事業所が選択できる。」 

 



 24 

○排水中の RI 濃度の評価 

「排水に係る RI 濃度の算出に用いる混入率は、実測に基づいた数値を使用するか否かを

許可事業所が選択できる。ただし、実測に基づいた数値は、不確かさを考慮して安全側に

立った数値とすること。」 

「貯留槽に貯留されている期間の減衰を考慮してもよい。なお、貯留中の RI の数量は、

以下の式に基づいて算出し、排水時又は 3 月間に貯留槽に貯まった排水の量で除するこ

とによって、排水中の RI の濃度を求めてもよい。」 

 

○責任体制の構築 

「実験には原則として実験責任者を任命すること。許可事業所は、実測データの取得実験

等に関する事項を審議・承認する組織体制を構築すること。」 

「実測データの取得に関して、許可事業所は、実験方法やその結果についてピアレビュー

する体制を構築すること。レビューアーの任命は、その実験に関する事項等を審議・承認

する組織の長が行う。レビューアーは、上記の実験等に携わっていない者とする。また、

適任者であれば、組織外の者でもよい。」 

「許可申請や立入検査等の際に、データが実測されたものであることを証明することが求

められる場合に備えて、実測データ取得実験に関係した記録及びデータは、許可事業所

内にて保管すること。保管にあたっては、実測データの取得実験等に関する事項を審議・

承認する組織の長が保管責任者を任命すること。また、実測データの取得実験等に関す

る事項を審議・承認する組織が保管期間を規定すること。」 

「許可事業所が規定した実測データの信頼性担保に関する組織の役割については、放射線

障害予防規程又は下部規程に記載すること。」 

 

 

○許可後に装備するべきマニュアル等 

「許可事業所は、許可の範囲内で使用できるように、使用手順を規定したマニュアル等を

作成すること。また信頼性担保の観点から、許可事業所は、マニュアル等に記載された使

用手順に従って、実際に運用されていることがわかる記録簿等を整備しておくこと。」 

「何らかの要因により、決められた手順通りに実施出来ない場合の対処法についてマニュ

アル等を作成すること。」 

 

○教育及び訓練の位置づけ 

「ガイドラインに基づいて使用許可を得た核種の安全取扱に関する教育及び訓練は、RI 等

規制法に従った教育及び訓練として実施すること。」 
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○教育及び訓練の対象者 

「ガイドラインに基づいて使用許可を得た核種の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄を行

う放射線業務従事者が対象である。」 

 

○教育の内容 

「ガイドラインに基づいて使用許可されている核種」、「ガイドラインに基づいて使用許可

されている核種の使用の場所」、「ガイドラインに基づいて使用許可されている核種の使

用手順」、「ガイドラインに基づいて使用許可されている核種使用時の放射線測定機器の

操作方法」、「ガイドラインに基づいて使用許可されている核種の保管方法」、「ガイドラ

インに基づいて使用許可されている核種についての記帳の方法」、「定められた手順通り

に実施出来ない場合の対処方法」、「緊急時の対応」、「その他、施設特有の事項」 

 

○訓練の内容 

「ガイドラインに基づいて使用許可されている核種の使用手順と定められた手順通りに

実施出来ない場合の対処方法」 

 

○非密封線源の許可使用者以外の者へ譲渡できる試料及び数量 

ここでは短寿命放射性核種を払い出す事業所（非密封 RI の許可事業所）を甲とし、受け

入れる事業所（非密封線源の許可使用者ではない事業所）を乙とする。以下の甲、乙につい

ても同様である。 

「甲は、短寿命放射性核種を投与した動物や短寿命放射性核種を含む試料で、当該核種の

数量が下限数量以下まで減衰したものを乙に譲渡できる。放射性廃棄物は譲渡できない

ので注意すること。」 

 

○非密封線源の許可使用者ではない事業所の範囲 

「乙は、許可事業所が存在しない一定の場所とする。」 

 

○非密封線源の許可使用者ではない事業所の責任 

「乙は、短寿命核種管理責任者を選任し、施設内での当該核種の管理を行うこと。」 

「乙は、下限数量以下の放射性核種を使用することに関して、使用者以外にも説明をする

機会を設け、当該核種の使用に関する十分な理解を得ること。」 

 

○非密封線源の許可使用者ではない事業所への受入れ・運搬と当該事業所での使用 

「乙が短寿命核種を受入れる場合は、甲と譲渡・譲受書を取り交わすこと。」 
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「乙の短寿命核種管理責任者は、乙における短寿命核種の総数量が下限数量を超えないこ

とを確認して受け入れること。なお、複数の核種を使用する場合は、下限数量に対する比

の和が 1 を超えないことを確認して受け入れること。」 

「乙は受入れた短寿命核種を第三者に転売及び譲渡をしないこと。」 

「短寿命核種の運搬は、原則として L 型放射性輸送物に準じて運搬しなければならない。」 

「乙における短寿命核種の使用は、乙の短寿命核種管理責任者の責任において適切な場所

で使用しなければならない。」 

「乙における短寿命核種使用者は、乙の短寿命核種管理責任者の指示に従い、目的外の使

用はしないこと。」 

 

○非密封線源の許可使用者ではない事業所からの払出し、廃棄 

「乙の短寿命核種管理責任者は、乙における短寿命核種使用後の払出し、廃棄についての

対応に責任をもつこと。」 

 

○記帳 

「乙の短寿命核種管理責任者は、総数量が下限数量以下であることが確認できるよう、受

入れ、払出し、保管、使用、廃棄の帳簿を作成し、保管すること。この際に、乙で RI の

量を決めることは困難であるため、減衰を考慮する場合は、甲から払い出された時点か

らの物理学的半減期に基づいて考慮すること。なお、減衰を考慮するか否かは、乙が判断

すること。」 

 

○教育 

「乙の短寿命核種管理責任者は、使用者に対して下限数量以下の放射性核種の取扱に関し

て、教育を実施すること。」 

2.2.9.原子力規制庁及び関連学協会との協議  

本年度、原子力規制庁放射線規制部門と協議を 1 回実施した。その議事メモは資料に添

付のとおりである。現在は、そこで指摘された点について、修正を行って再提出し、その

案にコメントをいただいたところである。原子力規制庁との協議で、まだガイドライン案

の中身について変更点が数多くあることが分かったため、本年度は、関連学協会のうち、

放射線安全管理の専門家集団である大学等放射線施設協議会と日本放射線安全管理学会に

絞って、両学会では理事会ベースでガイドライン案について意見をいただいている。日本

アイソトープ協会とは、下限数量以下の RI の使用について協議するとともに、PO 及びア

ドバイザーの所属であるため、今年度は、PO 及びアドバイザーとガイドライン案につい

て協議をする形で実施した。  
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2.3.実測データの取得実験 

 ガイドライン作成に向けた実験的なエビデンスの取得のために、211At の飛散率測定の実

験と実験動物の管理区域外への退出に関する情報を得るために、マウスに投与した RI の排

出についての実験を 211At 及び 225Ac に対して実施した。 

 

2.3.1.化学実験における 211Atの飛散率等のデータ取得 

2.3.1.1.211Atについて 

 原子番号 85 のアスタチン（At）は安定同位体が存在しない放射性元素である。現在知ら

れている 39 種の At 同位体はいずれも半減期が短く、210At の 8.1 時間が最長である。その

ため、周期表ではハロゲンとしてヨウ素（I）の下に位置しているものの（図 2.3-1）、研究

例は限られており、その物理的・化学的性質の理解は依然不足している。その一方、α 壊

変をする 211At は α 線核医学治療（内用療法）への利用が期待されている。物質中におけ

る α 線の飛程は短く、線エネルギー付与は 100 keV/um と高い。そのため、211At をがん腫

瘍に集積させることができれば、周辺組織への影響を抑えつつ腫瘍のみを効果的に殺傷で

きる革新的ながん治療法が可能になると注目されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.-2 に 211At の壊変図式を示している。211At は 42%が α 壊変し、58%が電子捕獲

（EC）壊変を起こす。また、EC 壊変後に生成する 211gPo は 0.52 秒の半減期で α 壊変す

る。そのため、実質的には 211At の一回の壊変当たり、α 粒子が 100%放出される。次に、

表 2.3-1 に 211At ならびにその娘核種 211gPo と 207Bi の主な線、X 線、線のエネルギーなら

びに放出率を示している。線の放出率は 211At、211gPo とも低いが、211At の EC 壊変の際に

放出される 79 keV の X 線は 20%程度の放出率を持つ。そのため、ゲルマニウム半導体検

出器や NaI シンチレーション検出器などを用いて高効率に検出することができる。また、

単一光子放射断層撮影（SPECT）を用いたイメージングにもエネルギー的に適している。 
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図 2.3-1. 周期表における At 
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核種 半減期 線エネル

ギー / keV 

放出率 

/ % 

X 線エネル

ギー / keV 

放出率

 

線エネルギ

ー / keV 

放出率 

/ % 

211At 7.214 h 669.60 3.5×10-3 79.29 (K1) 21.24 4997 ≈4.2×10-

4 

  687.0 0.26 76.86 (K2) 12.69 5141 9.6×10-4 

  742.64 9.5×10-4 89.80 (K) 9.53 5210.0 3.6×10-3 

      5869.5 41.8 

211gPo 0.516 s 328.12 3.3×10-3   6568.3 0.544% 

  569.702 0.545   6891.5 0.557% 

  897.80 0.561   7450.3 98.89% 

207Bi 31.55 y 328.12 0.00067 74.97 (K1) 36.84   

  569.702 97.74 72.80 (K2) 21.77   

  897.80 0.121 84.90 (K) 16.34   

  1063.662 74.5     

  1442.20 0.130     

  1770.237 6.87     

 

At は周期表でヨウ素（I）の下に位置するため、すでに核医学治療に利用されている 131I に

対する標識合成法を 211At へも応用できると期待される。そのため、国内では難治性のがん

図 2.3.-2.211Atの壊変図式 

表 2.3-1. 211Atと娘核種 211gPo、207Biの放出放射線 
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に対して、動物実験レベルでの高い治療効果が近年盛んに報告されており、治験に向けた薬

剤開発が加速している。 

 

2.3.1.2. 211Atの供給 

211At は、埼玉県和光市の理化学研究所仁科加速器科学研究センターから供給された半減

期 7.2 時間の 211At を実験に使用した。陸路の特別宅配便により大阪大学まで 6-8 時間で輸

送した。 

 

2.3.1.3. 飛散率測定実験 

大気中への飛散が懸念される 211At は飛散防止装置内での取扱いが想定される。そこで、

飛散防止装置の排気部分に取り付けることが想定される各フィルターへの吸着特性を明ら

かにするため、フィルターの構成を変更して 211At の飛散率測定を行った。実験装置は、安

全規制研究篠原班で用いたものを用いた。そのセットアップを図 2.3-3 及び図 2.3-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3. 飛散実験の実験セットアップの概略図 
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実験手順も安全規制研究篠原班で報告されたものと同様に行なった。まず、100 mL ビー

カーにスターラーバーを入れて重量を測定した後、0.025 M リン酸緩衝液（pH7）を入れ、

重量を測定した。これに 211At ストック溶液を 1-2 MBq/20 L 加え、手で振って溶液を攪

拌した後再び重量を測定した。塩化ポリテープとシールテープを用い、長さ 330 mm のア

クリル筒の上端をサンプラーと密着固定させ、アクリル筒の内部長を 300 mm に調整した。

サンプル管の内容積は φ75 mm×300 mm であった。サンプラー内には、ガラスフィルタ

ー、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジを装着し、o-リングを用いて密閉した。ア

クリル筒の内壁には、付着した 211At を定量するため、PET シートを取り付けた。また、サ

ンプラーをゴムホースによって吸引ポンプと接続した。前述の 211At 溶液を入れたビーカー

をポリフィルムで覆い、ポリフィルムで覆ったマグネチックスターラーに乗せ、ビーカーの

上端をアクリル筒の下端と同じ高さになるよう調整した。この系内の空気を 30 L/min の流

速で吸引しつつ、スターラーで 211At 溶液を攪拌しながら、1 時間、飛散実験を行った。 

吸引終了後、211At 溶液の重量を測定し、容積 1.5 mL のエッペンドルフチューブにマイク

ロピペットを用いて 500 L の溶液を分取した。汚染防止のため、ポリチャック付きビニー

ル袋にチューブを封入した。次に、サンプラーからガラスフィルター、活性炭フィルター、

活性炭カートリッジ２つ、および o-リングを取り出して、別々にビニール袋に封入した。

また、アクリル管内壁の PET シートを 40-50 mm 角となるように切断し、ビニール袋に封

入した。さらに、ビーカーとマグネチックスターラーを覆ったポリフィルムもそれぞれビニ

ール袋に封入した。 

図 2.3-4. サンプラーおよび各捕集材セットアップ図 
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211At の定量には、211At が EC 壊変した際に娘核種 211Po から放出される特性 X 線（79 

keV）を用いた。高純度ゲルマニウム半導体検出器（Canberra 製、BE2020）ならびに波高

分析器（セイコー・イージーアンドジー製、MCA-7700））を用いて X 線/γ 線を測定した。

スペクトルの解析には SEIKO EG&G 製 Gamma studio を用いた。高純度ゲルマニウム半導

体検出器のエネルギーおよび検出効率の校正は日本アイソトープ協会製の放射能標準試料

を用いて行った。また、体積線源試料のジオメトリ補正は、同体積の試料を、体積効果が無

視できるほど遠距離で測定し、その位置での効率との比較により行った。各試料は、ゲルマ

ニウム半導体検出器から一定の距離（5 cm)に固定して測定した。 

なお、今回の実験条件は、すでに 211At の飛散は 211At 溶液の大気への露出面積や pH に

依存することが判明しているため、前年度までの実験で最も 211At が飛散率が高かった 100 

mL ガラスビーカーと 0.025 M リン酸緩衝液（pH7）を用いて実験を行なった。 

また、本研究で用いたフィルターおよびカートリッジの既知の性能を示す。 

- 硝子フィルター : Merck 製 品名：AP-2005500 直径：55 mm 

大気中のエアロゾルである PM2.5 を捕集可能 

- 活性炭含浸フィルター : ADVANTEC 製 品名：CP-20 直径：55 mm 

大気中のヨウ素捕集用で、90%以上の I2 を捕集可能 

- 活性炭含浸カートリッジ : ADVANTEC 製 品名：CHC-50 直径：60 mm 

大気中のヨウ素捕集用で、~100%の I2 を捕集可能 

 

2.3.1.4. 飛散率測定結果 

表 2.3-2 に飛散率測定の結果を示す。硝子フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カ

ートリッジ、o-リング、アクリル管内壁の PET シート、スターラーおよびビーカーに巻い

たポリフィルムに検出された 211At を定量した。各条件において、検出された 211At の総計

は誤差範囲内でほぼ 100%となった。前年度の実験と同様に飛散した全ての 211At が本実験

装置を用いて捕集された。 

既に飛散した 211At の半数程度は硝子フィルターに捕集されることが判っているが、硝子

フィルターを 2 枚重ねても 2 枚目にはほとんど捕集されることなく、その後ろの活性炭カ

ートリッジに残りの 211At が捕集されることが判明した。この結果から、硝子フィルターは

211At の捕集に有効であるが、211At を捕集し切ることはない。余剰の 211At は活性炭カート

リッジを硝子フィルターの後ろに配置することで、より確実に 211At を捕集できることが判

明した。また、活性炭カートリッジは 2 個目の 211At の割合が 1 個目と比較して非常に低い

ことから、活性炭カートリッジは 1 個で 99%以上の 211At を捕集する性能を有することが判
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明した。 

 

表 2.3-2. フィルターの構成の違いによる各捕集部位の検出割合と飛散率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5. 結論 

本研究によって 211At の各フィルターへの吸着特性が明らかとなった。硝子フィルターを

用いることで飛散した 211At の半数以上を吸着することはできるが、吸着しきることは困難

であり、活性炭カートリッジを用いた方がより確実に捕集することが可能である。結果とし

て、飛散防止装置の排気口に取り付けるフィルターの構成としては、硝子フィルターの後段

に活性炭フィルターを取り付けることが望ましい。 

上記の結果も考慮して、ガイドラインには、飛散防止装置を用いる場合は、各核種の性状

に応じた適切な RI フィルターを用いること、とすることをガイドライン等作成会議で判断

した。  

フィルター構成 / 

211At 検出割合 / % 

硝子 F 1 枚 

活性炭 F 1 枚 

活性炭 C 2 個 

硝子 F 2 枚 

活性炭 C 2 個 
活性炭 C 2 個 

硝子フィルター(上) 11±3 16±4 – 

硝子フィルター(下) – 0.17±0.02 – 

活性炭含浸フィルター 15±3 – – 

カートリッジ(上) 2±1 4±1 15±4 

カートリッジ(下) 0.8±1.0 0.006±0.003 0.07±0.03 

o-リング 0.7±0.2 0.22±0.02 0.9±0.05 

PET フィルム 0.8±0.3 0.9±0.3 2.0±1.1 

スターラーカバー 0.3±0.3 0.03±0.02 0.03±0.01 

ビーカーカバー 0.3±0.3 1.0±0.3 1.2±0.4 

飛散率 30±2 27±3 24±5 

ビーカー残存率 69±4 73±5 75±4 

回収率 99±2 97±5 96±4 

*硝子 F：硝子フィルター、活性炭 F：活性炭含浸フィルター、 

活性炭 C：活性炭カートリッジ 
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2.3.2.実験動物の管理区域外への退出検討のためのマウスに投与した RIの排出に関する実

験 

2.3.2.1.背景 

短寿命アルファ線放出核種等の利用においては、放射性同位元素の製造、化学分離・標識

等の非密封放射性同位元素等の利用、生物・医学利用のそれぞれにおいて、使用方法が異な

る。本項では動物実験におけるガイドライン等作成の検討材料とするために、実験動物の管

理区域からの退出に関する要件に関する実験を実施する。 

 

2.3.2.2.実験 

実験動物の管理区域からの退出に関する要件を決定するためには、実験動物からの核種

の排出状況を実測する必要がある。核種によってはナトリウム塩等の状態で投与すること

もあるが、多くは化合物に標識することで用いられる。しかしながら、適切に分子ターゲテ

ィングされた標識化合物であっても、壊変過程において標識が外れる可能性もある。そこ

で、本項では実験動物の管理区域からの退出要件の決定の基礎データとして、211At および

225Ac を用いて正常な動物における投与核種の排泄状況を測定する。 

 

2.3.2.3.実験手順 

投与核種の調整： 

211At： 

埼玉県和光市の理化学研究所仁科加速器科学研究センターから供給された 211At を実験に使

用した。陸路の特別宅配便により大阪大学まで 6-8 時間で輸送した。理研から輸送された

Bi ターゲットを大阪大学ラジオアイソトープ総合センター（吹田本館）に移管し、材料調

製室において 211At の分離精製を行った。乾式蒸留分離装置を用いて分離精製を行い照射し

た Bi ターゲットを石英管に封入して 840℃に加熱し、気化した 211At をキャリアガス流に

よって冷却トラップに搬送した。分離後、トラップに捕集した 211At を 100 µL の蒸留水に

溶かし、211At ストック水溶液として得た。 

225Ac： 

東北大学金属研究所より 229Th よりミルキングにて取得したものを使用した。L 型輸送箱を

用いて大阪大学まで輸送した。溶液は終濃度 0.025M 酢酸アンモニウム溶液で投与に供し

た。 

使用動物： 

正常動物としてクローズドコロニーである ICR マウス 5 週齢（一群として雌雄 3 頭ずつ）
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を日本 SLC 社より購入した。購入動物は大阪大学ラジオアイソトープ総合センター（吹田

本館）内の飼育室にて 1 週間の馴化の後、RI 投与実験に使用した。 

投与方法： 

211At は 1 頭あたり 1 MBq/100μL に調整し、27G 1 mL のシリンジ（テルモ）を用いて、

経静脈投与を行なった。安定剤として終濃度 1 %のアスコルビン酸ナトリウムを添加した。

225Ac は 1 頭あたり 10 kBq/100μL に調整し、211At 同様に経静脈投与を行なった。核種は

雌雄 3 頭ずつに投与し、投与後経時的にサンプリングを実施した。なお、投与後に投与部位

周辺には発赤等は認められず、観察期間中も形態的な異常は認められなかった。 

使用器具： 

使用ケージは KN-60105-T または KN-600-T TPX 製マウスケージ (夏目製作所)を使用

した。 

KN-60105-T 

寸法：W140×D320×H140 mm 

本体：TPX (ポリメチルペンテン樹脂)製 

フタ：ステンレスワイヤー製 

KN-600-T 

寸法 ：W220×L320×H135 mm 

本体：TPX (ポリメチルペンテン樹脂)製 

フタ：ステンレスワイヤー製 

＊ KN-600-T を用いる場合は、インナーケージ(夏目製作所, KN-800-600)を使用する。 

 

餌：CRF-1(オリエンタル酵母、ガンマ滅菌済)5 g/頭/日 

給水：トランスポートアガー（オリエンタル酵母）2 個/頭/日 

床敷：SSP 社のアルファドライ。100 g/ケージ。 

 

活性炭含浸フィルタは、1.8 mm 厚 (活性炭 150 g/m2, エスコ)を金属蓋に合わせてカット

して使用した。金属のフタを覆うように活性炭含浸フィルタを貼り付け、床敷および呼気か

らの蒸散分を捕集した。 
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図 2.3-5.飼育ケージ KN-60105-T。給水瓶を右図のように装着すると活性炭含浸フィルタで

覆うことができないため、トランスポートアガーを用いた。 

 

  

図 2.3-6. 飼育ケージ KN-600-T。給水瓶を装着すると KN-60105-T同様に活性炭含浸フィル

タで覆うことができないため、トランスポートアガーを用いた。 

 

サンプリング：211At および 225Ac 共に同様の手順でサンプリングを行う。 

24 時間後、およびその後数日ごとにサンプリングを実施する。 

糞：全て回収し、測定する。 

尿：床敷に吸収されたものを標本抽出(N = 5)して測定する。 

呼気、蒸散分：活性炭含浸フィルタに吸着したものを測定する。 

全てのサンプルはポリエチレンチャック付きビニールバッグ(セイニチ 0.08 mm 厚)に入れ

る。フィルタは裁断して入れる。さらに全ての床敷・糞を取り除いた後のケージをペーパー

タオルで拭き取って測定を行う。その後、20 mL の蒸留水で 10 回振盪して洗浄液を回収し、

洗浄液は液体シンチレーション用バイアル(Wheaton, 20 mL)に入れ、測定する（5 回洗浄）。 

 

2.3.2.4.測定および測定機器 

測定機器： 

オートガンマカウンター2480 WIZARD2 (PerkinElmer) 

全てのサンプルは、5 連ラックを用いて測定した。211At はサンプリング後速やかに測定を

行った。225Ac は娘核種が放射平衡となるまで 12 時間放置した後に、測定を開始した。 

コントロールサンプルとして、投与溶液と同一のものを 1.5 mL マイクロチューブに分取し、

ポリエチレンチャック付きビニールバッグに入れて使用した。 
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セミミクロ天秤（メトラートレド） 

風袋重量およびサンプル重量の測定に用いた。 

汚染確認用機器: 

α線用シンチレーションサーベイメータ TCS-232B（日立製作所） 

実験場所周辺の汚染確認、測定前のポリエチレンチャック付きビニールバッグの外側の汚

染確認、および活性炭含浸フィルタの外側からの漏れの有無の確認に使用した。 

 

2.3.2.5.実験結果 

24 時間での 211At の排出量は雌雄に差が認められた(表 2.3-3)。しかしながら、床敷の増

加量（=尿量）が、雄は雌の 1.34 倍であったことから、単純に尿量の違いによるものと推測

された。48 時間以降では雌雄共に、総排出量は大幅に減少した。24 時間では主な排出経路

は尿であったが、48 時間以降では主な排出経路は糞であった(表 2.3-4)。 

 

表 2.3-3. 24時間での 211At排出量 (% ID) 

 雄(N = 3) 雌(N = 3) 

活性炭含浸フィルター 3.23% 2.63% 

糞 6.04% 5.03% 

床敷 86.03% 67.62% 

合計 95.29% 75.28% 

 

表 2.3-4. 48-96時間での 211At排出量 (% ID) 

 雄(N = 3) 雌(N = 3) 

活性炭含浸フィルター 0.0019% 0.0016% 

糞 2.59% 2.58% 

床敷 0.013% 0.0064% 

合計 2.61% 2.59% 

24 時間以上後は積算値。 

96 時間以降はバックグラウンド値に等しくなった為、測定せず。 



 37 

 

225Ac の主な排出経路も尿であった。排出のピークは 211At と同様に 24 時間であった(表 2.3-

5)。その後経過時間によって排出量は著名に低下する(表 2.3-6, 2.3-7)。我々は 225Ac が骨お

よび肝臓に集積することを確認しているが、一旦臓器に集積した 225Ac は排出されにくいこ

とが確認できた。また、1 半減期経過すると、排出量は検出限界以下となった。 

 

表 2.3-5. 24時間での 225Ac排出量 (% ID) 

 雄(N = 3) 雌(N = 3) 

活性炭含浸フィルター 0.0063% 0.27% 

糞 1.12% 3.64% 

床敷 5.98% 12.95% 

合計 7.10% 16.86% 

 

 

表 2.3-6. 48-120時間での 225Ac排出量 (% ID) 

 雄(N = 3) 雌(N = 3) 

活性炭含浸フィルター 0.21% 0.013% 

糞 0.57% 0.16% 

床敷 0.99% 2.51% 

合計 1.76% 2.68% 
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表 2.3-7. 144-288時間での 225Ac排出量 (% ID) 

 雄(N = 3) 雌(N =3 ) 

活性炭含浸フィルター 0.043% 0.13% 

糞 0.21% 0.20% 

床敷 0.26% 0.73% 

合計 0.52% 1.06% 

24 時間以上後は積算値。 

288 時間以降はバックグラウンド値に等しくなった為、測定せず。 

 

飼育機材における 211At の付着は非常に微量であった(表 2.3-8)。十分な量の床敷を使用す

ることにより、飼育機材への付着を抑えることが可能であった。また、洗浄前に拭き取りを

行うことにより、汚染を低減することが可能であった。 

 

 

表 2.3-8. 飼育機材における 211Atの付着 (% ID) 

 24  時間後 48-96  時間後 

 雄 雌 雄 雌 

拭き取り 0.43% 0.32 % 0.031 % 0.14 % 

洗浄液 1 0.0090% 0.0061 % N.D. N.D. 

洗浄液 2 0.0046% 0.0047 % N.D. N.D. 

洗浄液 3 0.0025% 0.0030 % N.D. N.D. 

洗浄液 4 0.0022% 0.0027 % N.D. N.D. 

洗浄液 5 0.0021% 0.0023 % N.D. N.D. 

N.D. not detected 

 

飼育機材における 225Ac の付着も 211At 同様に非常に微量であった(表 2.3-9)。洗浄水におい

ては、全く検出されなかった。十分な量の床敷を使用することにより、飼育機材への付着を

抑えることが可能であった。また、洗浄前に拭き取りを行うことにより、汚染を低減するこ

とが可能であった。 
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表 2.3-9. 飼育機材における 225Acの付着 (% ID) 

 24 時間 48-120 時間 14-288 時間 

 雄 雌 雄 雌 雄 雌 

拭き取り 0.026 % 0.16 % N.D. 0.0055 % N.D. N.D. 

洗浄水 1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

洗浄水 2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

洗浄水 3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

洗浄水 4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

洗浄水 5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

N.D. not detected 

 

2.3.2.6.考察 

短寿命アルファ線放出核種を核医学治療薬として利用する場合は標識体を利用する場合

が多い。211At はナトリウム塩の状態で投与する場合も考えられるが、225Ac は標識体でのみ

投与される。標識が脱離しなければ標識体に依存する挙動となるが、本検討は脱離した核種

の排出の基礎データとしての位置付けも期待できる。211At, 225Ac 共に 24 時間が排出のピー

クと思われた。核種投与動物からの排出は 24 時間までが最も多く排出される為、投与後 24

時間までは、動物を注意して扱う必要があると考えられた。また、排出に若干の性差が認め

られた。今回の検討においては、尿量の違いが理由の一つであると考えられる。しかしなが

ら、既存の報告では雄性マウスにおける検討しか行われていない為、22) 雌性マウスにおけ

る検討も必要であると思われた。また、雄性マウスでは生殖器である精巣への集積が認めら

れている為、生殖器における集積の比較は必須であると考えられた。211At の排泄において、

24 時間以降は糞中排泄が主となっている。211At はそのまま投与すると甲状腺、胃、膀胱に

集積が認められる 1)ことから、糞中の排泄量は胃内容物由来と考えられた。 

動物実験においては、呼気からの排出はほとんどないため、排泄物の取り扱いの安全性に

特に留意する必要がある。また、ケージの拭き取りにより排泄物により付着した線量を下

げ、洗浄水の汚染も下げることが可能であった。投与動物のメンテナンスにおいては、使用

器具の洗浄前の拭き取りは必須である。我々はすでに 225Ac を水溶液として投与すると骨と

肝臓に集積することを確認しているが、体内に一旦集積した 225Ac が、24 時間以降に多量

に排出されることはないことが確認された。 

225Ac は標識体として利用される。予備的に DOTA(1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-

1,4,7,10-テトラ酢酸)をキレート剤として用いる化合物である FAPI-04 23) に 225Ac を標識
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して投与を行った上で排出を確認したところ、225Ac 単独よりも排出量が増大することが確

認されたが、排出期間が遷延することはなく、排出のピークは 24 時間であった。 

核種の体内挙動は標識される化合物次第であるが、211At, 225Ac も投与後 24 時間で速やか

に排出されることが明らかとなった。安全性の面から実験動物の退出は 24 時間以降が適切

であろうと考えられた。また、今後の医学利用においては、投与すぐの患者の排泄物の取り

扱いには十分に安全性を担保する必要があると思われた。 

  今回得られた結果については、ガイドライン内に記載するよりも、投与後 24 時間以内が

RI の排出が多いので排泄物の管理に注意すべきとのことを教育資料に中に盛り込むことが

適当と判断した。 
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2.4 短寿命放射性核種の安全取扱に関する教育資料の作成のための内容検討 

2.4.1.目的 

2.3 で記したとおり、ガイドラインに基づいて許可を得た場合、その方法は、「ある特定の

方法」に基づいて得られた値に基づいて、評価の数値が得られている。したがって、放射線

業務従事者が短寿命核種を安全に取り扱うには、許可が得られた方法を教育及び訓練する

必要がある。このためにも、短寿命核種の安全取扱教育資料の充実は極めて重要である。そ

こで事業の一環として、次年度に作成する短寿命放射性核種の安全取扱に関する教育資料

作成する計画となっている。本年度は、その準備段階として、教育資料作成に必要な情報を

収集し、その内容を検討した。短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料は様々な分野

の方に広く利用いただくことが望ましい。そのために、教育資料の作成については、放射線

安全管理の専門家で、かつ様々な研究のバックグラウンドをもつ分野の研究者で構成され

ている日本放射線安全管理学会に担当いただくのが最適と考え、教育資料作成の業務を引

き受けていただいた。本年度は、教育資料作成の準備ために、既に出版されている教育資料、

利用可能な資料の確認と資料の収集が実施されている。また、教育資料の目次案が検討され

た。 

 

2.4.2.活動・作業内容等に関する報告 

① アドホック委員会 

教育資料作成に関する検討を行うため、日本放射線安全管理学会内に「短寿命放射性核種

の安全取扱のための教育資料作成アドホック委員会」を設けた。本委員会の委員は以下の通

りである。 

 

委員長：久下裕司（北海道大学アイソトープ総合センター） 

委 員：右近直之（福島県立医科大学, 先端臨床研究センター） 

大江一弘（大阪大学大学院医学系研究科） 

柴 和弘（金沢大学学際科学実験センター） 

西 弘大（長崎大学原爆後障害医療研究所） 

桧垣正吾（東京大学アイソトープ総合センター） 

古澤 哲（東京ニュークリア・サービス株式会社） 

渡辺茂樹（量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所） 

渡部浩司（東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター） 
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② 活動・検討内容等に関する報告 

「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホック委員会」を開催すると

ともに、適宜、電子メール等の電子媒体による情報交換を行い、教育資料作成に必要な情報

を収集した。アドホック委員会の開催実績、及び作業・検討内容の詳細を以下に記載する。 

 

②-1 アドホック委員会の開催実績 

・第１回 アドホック委員会 

日時： ２０１９年８月１６日（金） １5：００～１6：００ 

場所： 名古屋大学工学部 ５号館２階２３０号室 材料会議室 

・第２回 アドホック委員会 

日時： ２０１９年１２月５日 １２：００～１３：００  

場所： 東北大学農学部総合研究棟会議室 3 

・第３回 アドホック委員会 

日時： ２０２０年２月２１日 ９：３０～１２：００ 

場所： 東京大学アイソトープ総合センター 講義室 

上記の委員会の議事録は資料にまとめた。 

 

②-2 作業及び検討の内容 

1)「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料」の作成方針 

教育資料作成の方針、すなわち「どのような教育資料が適切であるか・必要であるか等」

について検討し、資料作成の方針・方向性を決定した。 
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表 2.4-1. 資料作成の方針・方向性 

 

資料作成の方針・方向性 

１ 主として利用者を対象とした教育資料を作成し、適宜、放射線管理担当者用資料も

加える 

２ 基本的な項目に加えて、詳細な事象に関する資料も作成する 

３ 対象核種については、医療利用を目的とする短寿命放射性核種とする 

４ α核種を中心に短寿命核種を使用する際の細かな注意事項に関する教育資料とす

る 

５ 既存の資料にはない細かな取り扱い方法や防護の具体的方法などを充実させる 

６ ヒヤリ・ハット事例などを含める。 

７ パワーポイントなどを用いて、講義・プレゼンテーションを行える資料を作成する 

 

上記、方針・方向性に従い、教育資料に必要な項目等を調査・検討し、作成する資料の目

次案を作成した。 
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表 2.4-2. 作成する資料の目次案 

 

「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料」目次案 

１ 放射能・放射線の基礎に関する項

目 

・放射能と放射線の違い 

・放射性壊変 

・半減期 

・放射線の種類 

・荷電/非荷電粒子 

・光子（制動 X 線、特性 X 線、γ線、消滅放

射線） 

・放射線と物質の相互作用 

・α核種の特性（223Ra, 211At, 225Ac など） 

・単位 

２ 防護に関する項目 ・エネルギーと LET 

・放射線の人体影響 

・単位（Sv） 

・距離、遮蔽、時間 

・個人線量計の使い方 

・α核種の防護 

３ 取り扱いに関する項目 ・非密封線源の取り扱い 

・使用記録 

・最大使用数量 

・実験中のモニタリング 

（NaI、GM、αサーベイメータ―、ハンド

フットクロスモニタ） 

・作業環境 

（ドラフトチャンバー、安全キャビネット、

グローブボックス） 

・安全取扱い器具 

・汚染防止策 

・動物の取り扱い・諸注意 

・測定器使用時の諸注意 
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（機器校正：ドーズキャリブレータでのα線

核種の放射能測定） 

・廃棄物の取り扱い 

 ・ごみの減量について 

 ・可燃・難燃・不燃の区別 

 ・RI 液体の処理（量ごとに） 

 ・RI 針 

・動物廃棄物の取り扱い 

・PET４核種の扱い（７日間ルール） 

 ・α核種の廃棄（他核種との混入防止につい

て） 

４ 汚染と除染に関する項目 ・表面汚染の測定（GM） 

・場所の汚染検査 

・人の汚染検査 

・汚染時の対応 

 ・管理室への連絡 

・除染するか減衰を待つか 

・除染の方法 

・α核種用の測定器や除染・測定 

５ 法令、予防規程 ・安全管理体制 

・関係法令 

・業務従事者の義務 

・管理区域の入退室記録 

・管理室内での作法 

・核種ごとの使用場所 

・緊急時連絡網 

６ その他  
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2) 参考となる既公表資料に関する情報収集 

 教育資料作成に必要な資料・参考となる資料等に関する情報収集を行った。参考となる資

料の一部を以下に挙げる。 

（参考資料例） 

・「放射性医薬品について―教育資料―」（公益社団法人日本アイソトープ協会） 

・前臨床 PET、SPECT による分子イメージング研究ガイド（公益社団法人日本アイソトー

プ協会） 

・塩化ラジウム(Ra-223)注射液を用いる内用療法の適正使用マニュアル（日本医学放射線

学会、 

日本核医学会、日本泌尿器科学会、日本放射線技術学会、日本放射線腫瘍学会） 

・放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（環境省）

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo.html） 

 

3) 本委員会委員等が所有し、利用可能な資料・参考となる資料に関する情報収集 

本委員会委員等が所有し、教育資料作成に利用できる資料・参考となる資料に関する情報

収集を行った。資料の一部を以下に挙げる。 

 

（使用可能資料・参考資料例） 

・短寿命アルファ核種の安全取扱教育資料 

（大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター） 

・機械知能・航空実験テキスト II. α線計測（東北大学工学部 機械知能・航空工学科） 

・看護師教育資料（長崎大学） 

・核医学・放射性医薬品講義資料（北海道大学） 

・放射線教育訓練・教育実習用資料（東北大学・東京大学・金沢大学 他） 

 

4) 収集した整理と不足部分に関する検討 

 上記、3)で収集した資料を整理し、新たに作成すべき項目と既存資料を流用できる項目の

仕分けを行った。 

 

5) 追加資料作成に向けての検討 

追加資料作成に向けて、図 2.4-1 に示す資料例を作成するとともに、役割分担を決定した。 
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図 2.4-1. 作成する教育資料の例 

 

以上の活動により、次年度に作成する『短寿命放射性核種の安全取扱に関する教育資料』

作成のための準備を完了した。 

 

３．学会発表・公表など 

 日本放射線安全管理学会 第 18 回学術大会 2019.12.05～06.（仙台）規制研究セッショ

ンにて、本事業の進捗状況の報告を行った。 

 

 

 

 放射性ハロゲン、特にアスタチン-211の飛散に関する注意事項

ハロゲンは、化学形によっては飛散する。

F-18、I-123/125/131、At-211など、
放射性ハロゲンの取り扱いでは、飛散に注意
する必要がある。

溶媒の種類、液性、酸化防止剤、その他の詳
細な注意事項を記載

グローブボックス
フード内に

実験機器を設置

第 3日目 12月 6日（金） 

災害科学国際研究所多目的ホール 

9:30-10:30  規制研究セッション 

① 短寿命アルファ核種等の安全規制のガイドライン    吉村崇 (大阪大) 

② 短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料  久下裕司 (北海道大) 

③ 大学間ネットワークによる従事者管理の統一化    渡部浩司（東北大) 

④ アンブレラ事業における人材育成       神田玲子 (量研機構) 

⑤ 総合討論 (規制庁・POのコメント) 
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４．次年度の活動・作業計画 

以上のように、次年度に作成する短寿命アルファ線等の安全取扱に関する教育資料作成

のための準備段階として、本年度は、教育資料作成に必要な情報を収集し、その内容を検討

した。 

次年度は、実際に教育資料を作成する。資料の形式は「パワーポイント資料+論文（解説）」

の形式とし、本学会誌（JRSM 誌）に特集号として掲載するとともに、本学会及び関連学会

にて発表することを計画している。また、作成した資料の有効利用を促進するため、本学会

ホームページ上で公開する予定である。 

 

日本放射線安全管理学会 会長 中島 覚 
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3.平成 31年度事業成果のまとめ 

3.1.ガイドライン等作成会議によるガイドライン内容検討 

ガイドラインに盛り込むべき内容、必要な事項を洗い出し、３回のガイドライン等作成会

議と 2 回の打ち合わせにて内容検討の上、以下の内容を盛り込むこととした。 

1) 適用範囲は、RI 等規制法に基づく非密封 RI を使用する許可事業所 

2) 短寿命核種の定義は半減期 15 日以内を目安 

3) 許可申請の際に必要な評価に使用するモデル計算の形は維持しつつ、各許可施設は、使

用する飛散率等の数値に各施設が導出した実測に基づく値を使用 

4) 飛散防止装置の導入 

5) 評価のためのモデル計算への減衰の全面的な導入 

6) 実測の数値の信頼性担保 

7) 教育及び訓練の内容 

8) 非密封線源の許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封線源の使用 

また、飛散防止装置についての RI フィルターへの検討材料及び動物の退出に関する検討

材料とするために、211At のフィルター捕集に関する実験と実験動物の管理区域からの退出

に関する要件に関する実験を実施し、ガイドライン案作成に役立てた。 

 

3.2.短寿命アルファ線等の安全取扱に関する教育資料の作成のための内容検討 

次年度に作成する短寿命アルファ線等の安全取扱に関する教育資料作成のために、日本

放射線安全管理学会に資料作成の準備を外注した。日本放射線安全管理学会はアドホック

委員会を設置し、目次案を作成した。続いて、目次案の中から、既存の資料を使用できる項

目と新たに資料を作成する項目に仕分け、資料作成の役割分担を行った。 

 

3.3.ガイドライン等内容に関する各関連学協会及び原子力規制庁との協議 

原子力規制庁放射線規制部門と協議を 1 回実施した。原子力規制庁との協議で、まだガ

イドライン案の中身について変更点が数多くあることが分かったため、本年度は、関連学協

会のうち、放射線安全管理の専門家集団である大学等放射線施設協議会と日本放射線安全

管理学会に絞って、両学会では理事会ベースでガイドライン案について意見をいただいた。

日本アイソトープ協会とは、下限数量以下の RI の使用について協議するとともに、PO 及

びアドバイザーの所属であるため、今年度は、PO 及びアドバイザーとガイドライン案につ

いて協議をする形で実施した。他の関連学協会は、ガイドラインの利用が主になると思われ

るため、次年度、さらにガイドラインの内容がより固まってきた段階で協議をお願いする予
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定である。 

3.4.事業進捗の PDCA 

原子力規制庁及び同庁が任命するプログラムオフィサーに対し、進捗報告し確認をいた

だくとともに、的確な助言をいただいた。 

 

3.5.本年度の成果発表 

本事業と密接に関連する学協会にて、３件の招待講演を行うとともに、文部科学省の共同

利用・共同研究拠点で、大学として随一のアルファ線放出核種を使用できる施設の研究会に

て、本事業を紹介した。 

 

招待講演、3 件 

・「短寿命アルファ核種等の安全規制のガイドライン」 

吉村崇、日本放射線安全管理学会、仙台、12 月 

・短寿命放射性核種の安全取り扱いのための教育資料 

久下裕司、日本放射線安全管理学会、仙台、12 月 

・短寿命アルファ線放出核種の合理的な安全規制のための研究 

吉村崇、 

第 59 回日本核医学会学術総会、第 39 回日本核医学技術学会総会学術大会 

松山、11 月 

 

口頭発表 1 件 

・Ra-223 および Rn-219 の飛散率の測定と短寿命アルファ線放出核種等の安全規制に 

関するガイドライン等の作成 

吉村崇、東北大学金属材料研究所 2019 年度大洗アルファ合同研究会 

仙台、10 月 

 

上記の事業成果のまとめに示すように、本年度の事業は全て計画どおり実施された。  
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4.資料 

 

資料 1.平成 31年度原子力規制委員会放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事

業費）短寿命アルファ線放出各種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作

成 第 1回会議議事要旨 

 

日時：令和元年 7 月 4 日（木） 17:00~19:00 

場所：大阪大学ラジオアイソトープ総合センター（吹田本館）会議室 

出席者：久下（北大 RI セ）、渡部（東北大 CYRIC）、白崎（東北大金研）、永津（量研機構）、 

米倉（アイソトープ協会）、山村（京大複合研）、畑澤（阪大核）、 

藤堂（阪大放射線機構）、篠原（阪大院理）、豊嶋（阪大放射線機構）、 

兼田（阪大放射線機構）、渡部（阪大院医）、巽（阪大病院）、 

山口（阪大病院）、神谷（阪大病院）、川口（阪大病院）、永田（阪大放射線機構）、 

中島（広大 N-BARD）、吉村（阪大放射線機構） 

中村（PO、アイソトープ協会）、永﨑（規制庁）、土居（規制庁） 

 

議事要旨： 

1) 事業概要説明 

吉村より、本事業の概要について説明があった。 

2) 過去の短寿命核種の安全規制に関する研究の成果報告 

・アイソトープ協会「短半減期核種の合理的規制に向けた調査」事業 

久下より、原子力規制庁平成 29 年度放射線対策委託費協会「短半減期核種の合理的規

制に向けた調査」で実施された事業成果のうち、文献調査、利用ニーズ調査、及び使用

方法調査の結果について報告があった。 

・「短寿命アルファ核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する

研究」  

永津より、平成 29-30 年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業費）

で実施された「短寿命アルファ核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあ

り方に関する研究」 の成果のうち、海外での使用施設での短寿命の非密封アルファ核

種の使用実態について報告があった。 

・「短寿命 α 線核種の合理的規制のためのデータ取得による安全性検証と安全管理・教

育方法の開発」  
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篠原より、平成 29-30 年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業費）

で実施された「短寿命α核種の合理的規制のためのデータ取得により安全性の検証と安

全管理・教育方法の開発」の成果について報告があった。 

3) 「ガイドライン作成に向けて」  

PO の中村より、本事業のガイドライン作成に向けてのスタイル・項目、適用範囲、ス

ケジュール等について、提案があった。 

4) 日本放射線安全管理学会アドホック委員会「短寿命放射性核種の安全取扱のための教

育資料作成」  

久下より、日本放射線安全管理学会に外注する短寿命放射性核種の安全取扱のための教

育資料作成に向けて学会内でアドホック委員会を設立することを、現在、学会理事会で

審議中との旨、報告があった。 

   （7 月 9 日付け日本放射線安全管理学会理事会で承認済み） 

アドホック委員会委員 

委員長 久下裕司（北大） 

委員   柴和弘（金沢大）、渡部浩司（東北大）、西弘大（長崎大）、右近直之（福島県

立大）、桧垣正吾（東大） 

オブザーバー 吉村 崇 （阪大） 

5) 今後の予定等について 

・たたき台を作成するための WG を作成することになり、久下、渡部（東北大）、永津、

渡部（阪大）、山口、吉村が担当することになった。 

・次回の会議は 9 月ないし 10 月に開催されることとなった。 
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資料 2.平成 31年度原子力規制委員会放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事

業費）短寿命アルファ線放出各種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作

成 第 2回会議に向けた打ち合わせ議事要旨 

 

日時：令和元年 10 月 29 日（火）10:00～12:20 

場所：日本アイソトープ協会 

出席者：中村（PO、アイソトープ協会）、米倉（アイソトープ協会）、吉村（阪大） 

 

協議事項 

・第二回会議に向けて作成したガイドライン案への各委員からのコメントの確認 

・コメント内の疑問点に関する回答内容協議 

・コメントを踏まえたガイドライン案改訂内容の協議 
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資料 3.平成 31年度原子力規制委員会放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事

業費）短寿命アルファ線放出各種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作

成 第 2回会議議事要旨 

 

日時：令和元年 11 月 12 日（火）10:00～12:40 

場所：大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター吹田本館 

参加者：久下（北大 RI セ）、白崎（東北大金研）、羽場（理研）、 

米倉（アイソトープ協会）、山村（京大複合研）、畑澤（阪大核物理）、 

藤堂（阪大放射線機構）、篠原（阪大院理）、豊嶋（阪大放射線機構）、 

兼田（阪大放射線機構）、山口（阪大病院）、川口（阪大病院）、 

渡部（阪大院医）、大江（阪大院医）、中島（広大 N-BAND）、 

永田（阪大放射線機構）、吉村（阪大放射線機構）、 

中村（アイソトープ協会 PO）、古賀（規制庁）、西尾（規制庁）、 

オブザーバー：白神（阪大放射線機構）、伊藤（日本メジフィジックス） 

欠席者：渡部（東北大 CYRIC）、永津（量研機構）、神谷（阪大病院） 

 

報告事項 

１．前回の議事要旨の確認 

 資料１に基づいて、前回の議事要旨が確認された。 

２．オブザーバー参加について 

日本メジフィジックス Theranostics 開発センター 伊藤氏及び阪大放射線科学基盤機構

の白神先生にオブザーバ参加いただくことが報告された。 

３．日本放射線安全管理学会短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホッ

ク委員会活動状況報告 

8 月 16 日に開催された日本放射線安全管理学会アドホック委員会について、久下先生

より報告された。12 月初旬の日本放射線安全管理学会開催時にアドホック委員会の開催を

予定している旨、報告があった。 

 

協議事項 

１．ガイドライン等内容について 

 ガイドライン案について議論し、以下について合意を得た。 

○本ガイドラインの適用範囲 
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適用範囲は半減期が 15 日程度とすることとした。 

○放射性同位元素濃度の評価 

a. 作業室の空気中の放射性同位元素濃度 

・飛散率等に関しては実測値を用いて良い。 

・使用中の減衰を考慮して良い。 

・実測の数値は、他の施設等で得られたデータと同じと考えて良い根拠を示すことが出来

れば、その値を用いて評価して良い。 

・動物実験の飛散率は呼気等からの実測が困難な場合、動物の糞尿および体内残存率から

算定して良い。 

b. 排気中の放射性同位元素濃度 

・飛散率、透過率等に関しては実測値を用いても良い。 

・使用中の減衰を考慮して良い。 

・動物実験の飛散率は呼気等からの実測が困難な場合、動物の糞尿および体内残存率から

算定して良い。 

・ 15O（半減期 : 約 2 分）等の極めて短寿命の核種は、作業室から排気口までに減衰を考

慮して良い。 

○短寿命 RI の持ち出しおよび廃棄 

非臨床での組織切片等の作成のために短寿命 RI の持ち出しが必要。動物実験における

病理切片等の持出条件については、渡部(直)先生と久下先生が中心となって、問題点を抽

出する。案を作成して、次回の全体会議で議論することとなった。 

○実測データの取得及びその管理に必要な事項と責任体制 

・各施設がピアレビュー体制を構築して、実測の結果についてレビューする体制をとる。 

・レビュワーの任命は実験などに関する事項を承認する委員会等の組織の長 

・レビュワーは、内部の者でも良い（実測のプロジェクトに関わっていない者に限

る。）。外部の者でも良い。 

○許可核種使用の適用範囲 

・飛散率等の実測データについては、新たに実験を始める場合であっても、科学的に問題

の無い範囲の変更であれば、許可を得た際に用いた実測データを適用できるものとす

る。 

・飛散率測定の実測データの取得および承認が煩雑にならない手順および方法を整える必

要がある。 

 



 58 

２.今後の検討課題と日程 

・RI の持出と廃棄と具体的な飛散率実測データ取得事例に関して再度議論する。 

・12 月中にガイドライン骨子を固める。 

・来年度初めに各学協会とガイドライン策定に関する議論を開始。 

 

３.次回会議について 

12 月中旬に開催を予定 

 

４.その他 

・本ガイドライン策定にあたっては、RI 等規制法及び他の法令に支障がないように配慮し

て作成する。 

・ガイドライン策定後も意見を聞き、責任を負う事務局を組織する必要がある。本研究グ

ループだけでなく、放射線安全管理学会など関連学協会の有識者によって構成するべき

との意見あり。 

・短寿命核種に関する審査ガイド等 

原子力規制庁では規制に係る審査ガイド等の整備が進めている。審査ガイドには本安全

研究の成果内容を反映することが中長期的な課題とされており、短寿命核種の審査ガイ

ドは再来年に発行されるものと予想される。12 月には安全管理学会、大学等放射線施

設協議会等に対して事前の意見聴取の実施が予定されている。 
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資料 4.平成 31年度原子力規制委員会放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事

業費）短寿命アルファ線放出各種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作

成 第 3回会議議事要旨 

 

日時: 12 月 19 日(木) 16:00～17:55 

場所: 大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター吹田本館 

出席者：豊嶋（阪大）、兼田（阪大）、巽（阪大）、藤堂（阪大）、 

渡部（阪大）、大江（阪大）、永田（阪大）、川口（阪大）、神谷（阪大）、  

久下（北大）、中島（広大）、米倉（アイソトープ協会）、山村（京大）、 

渡部（東北大）、永津（量研機構）、篠原（阪大）、吉村（阪大）、 

中村（アイソトープ協会、PO）、古賀（規制庁）、西尾（規制庁） 

オブザーバー参加： 白神（阪大）、伊藤（日本メジフィジックス） 

欠席者：畑澤（阪大）、山口（阪大）、白崎（東北大）、羽場（理研）、 

 

 

議題 

1. 前回の議事要旨の確認 

 前回の議事要旨について確認した。 

 

2. 医療用 RI 廃棄物のクリアランスに関する ISO の紹介 

資料に基づいて、それらの内容が紹介された。以下にポイントをまとめた。 

・放射性廃棄物はクリアランスレベルに達するまで、放射性廃棄物の現場保管が強く勧め

られる。 

・ジェネレータなどは、製造元に返却する。 

・放射性廃棄物中の放射能の不均一な分布に基づく線量の違いを減らすために、１ｍまた

は、特定の長い距離に測定器を配置して測定する。又は、いくつかの点で測定を行って

最大値を採用する。すなわち、ここでは、廃棄物中の放射能が均一にならなければいけ

ないといった記述は無い。 

・放射性不純物に関する記述は無い。 

 

3. RI 投与動物等の管理区域外持ち出しについて） 

 資料に基づいて現状についての説明があった。 
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・現状は、販売業の資格をとれば、下限数量以下の RI を払出しすることは可能。しか

し、下限数量以下の RI の払出しのために、多くの RI 施設が販売業を取得すると目的外

の運用との意見が出てくることが危惧される。 

 

以下の提案がなされ、了承された。 

・下限数量以下に減衰した場合に管理区域外への持ち出すことを認める（この場合は、払

出しではなく、あくまで持ち出しとする）。ただし、持ち出し先の総量が下限数量を超え

ないように確認が必要。下限数量以下に減衰したことの確認方法は、実測することが望ま

しいが、実測が困難な場合は、例えば投与した量に基づき、減衰を考慮して算定する等、

計算で求めても差し支えない。 

 

ただし、アイソトープ協会から現在の運用方法等の詳細を教示いただく等の上、検討する

こととなった。 

・手順書等の作成等、持ち出し先での取り扱いルールについて 

・持ち出し後の廃棄方法 現状は、持ち出し元に全て持ち帰る案が考えられるが、そのま

ま廃棄することは可能か否か 

 

4. アスタチン飛散実験の報告と飛散防止装置のフィルターについて 

 資料とパワーポイントを使用して、今年度アスタチンの飛散の追加実験した結果が報告

された。その後、飛散防止装置のフィルターの種類について議論され、「飛散防止装置に

使用するフィルターは核種の性状に応じた適切なフィルターを使用すること」とすること

とした。 

 

5.  第 47 回原子力規制委員会に提出された審査ガイド資料案について 

 資料に基づいて原子力規制庁が審査ガイド資料案の内容が説明された。以下の意見が出

され、12 月 20 日に開催される審査ガイドの公開の意見聴取に大学等放射線施設協議会か

ら参加される者に以下の意見を述べていただくよう依頼することとなった。 

・ガイド案に記載されている放射能の減衰を考慮しない点については、放射能の減衰は自

然現象であるため、本会議で提案しているガイドライン案の中でも指摘しているように

減衰を認めるべきとの意見が出された。 

・審査ガイド案では問診について、「問診とは医師が口頭で受診者に健康状態を尋ね、そ

れによって健康状態を診ることをいう。」と定義されているが、口頭で訊く作業は医師
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の膨大な業務量の増加になり、非現実的である。Web での調査（質問-回答）や問診票

を使用した形式で医師は被ばく歴の有無を十分把握可能である。 

・「放射線の被ばく歴の有無は、管理区域内における取扱等業務の履歴の有無」と定義さ

れているが、他の法令との整合性はとれているのか。各法令で定義が変わることは、避

けていただきたい。 

 

6. 短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホック委員会活動状況 

 資料に基づいて、第 2 回目のアドホック委員会が 12 月 5 日に開催され、α線放出核種

の取り扱い資料を充実させるため、安全管理学会の非会員も含めて取り扱い経験を有する

者に協力を依頼することになった旨、報告があった。 

 

7. 次回の会議について 

 次回の会議については、今年度は特に日時は決めず、必要に応じて開催することとなっ

た。 

 

8. その他 

 特に無し。 
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資料 5.平成 31年度原子力規制委員会放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事

業費）短寿命アルファ線放出各種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作

成 日本アイソトープ協会との打ち合わせ議事要旨 

 

日時: 2 月 20 日(木) 15:00～17:00 

場所: 日本アイソトープ協会 

出席者：久下（北大）、渡部（東北大）、吉村（阪大）、中村（アイソトープ協会）、 

北岡（アイソトープ協会）、難波（アイソトープ協会） 

 

議題 

1. 下限数量以下の RI の事業所外使用の方法作成に向けて検討 

アイソトープ協会より、下限数量以下の RI の販売に関して説明を受けた。その後、下限

数量以下の RI の事業所外使用について意見交換した。基本的には、下限数量以下の RI の

販売に関して、アイソトープ協会が売り渡し先に依頼している管理の方法が参考になるこ

とが分かった。 

 

2. ガイドライン案の打ち合わせ（久下、渡部、中村、吉村） 

 1 月末に作成したガイドライン案について、2 月 28 日の原子力規制庁との協議に向けて

修正点を確認した。 
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資料 6.平成 31年度原子力規制委員会放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事

業費）短寿命アルファ線放出各種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作

成 原子力規制庁放射線規制部門との打ち合わせ議事メモ 

 

日時：2020 年 2 月 28 日（金）10：00−13：00 

場所：原子力規制庁 7 階会議室 

出席者：吉村様（阪大）久下様(北大)、渡部様(東北大)、永津様(量研機構)、渡部様(阪大) 

    中村 PO（アイソトープ協会）、鶴園（規制庁）、宮本（規制庁）、土居（規制庁）、

西尾（規制庁） 

 

（第 1 章ガイドラインの概要について） 

・ガイドライン案の外枠として以前の成果報告書（平成 30 年度 短寿命α線核種の合理的

規制のためのデータ取得による安全性検証と安全管理・教育方法の開発）からの流れ（背景）

をガイドラインに入れるべきである。 

・成果報告書についても過去の安全研究との流れを記載していく。 

 

（第 5 章 短寿命放射性核種の事業所外施設での使用） 

・事業所外施設での使用は今回の安全研究の枠組みに入っているのか。 

 →研究推進委員会にて前回の安全研究事業（近大、RI 協会）を踏まえて了承されている。 

・本ガイドラインでは規則改正ではなく、運用の改善を落とし込んでいく。 

・非密封線源になると総量規制になるので事業所外になると譲渡譲受を行う必要あり。現状

だと 7 日間ルール（PET4 核種）の適応しかない。 

・規則にはねるかどうかは規制庁側と話し合いをし、検討しなければいけない。 

・持ち出しについてもガイドラインに RI 協会が行っているように下限数量以下のものを小

分けして確認して事業所に渡す場合は販売という形で手続きをし帳簿つける前提の背景を

記載して書いていないと行政としては違和感がある。 

・アイソトープ協会が行っているような販売業で行うのではなく、条件付をしてしぼる必要

がある。 

 

（第 3 章放射線測定機器及び装置、6 章信頼性担保の方法、7 章教育及び訓練について） 

・平成 12 年の通知（国際放射線防護委員会勧告（ICRP Pub.60）の取り入れ等による放射

線障害防止法関係法令の改正について）について緩和ができないかとなっており、（要件を
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満たせば実測値として使用できる）ガイドライン案の内容は必要性の議論のみになってお

り、許容性の議論がなされていない。 

・第 3 章、6 章、7 章の活動をきちんと行えば問題ないということから書かなければいけな

いがガイドライン案からは見えてこない。 

→1 章の概要に書き下してく必要がある。 

・3 章、6 章、7 章は 4 章（評価の方法）を緩和していくものであるが読んだだけでは分か

りにくい。章の組み立てについても再検討する必要がある。 

・実験から得たデータに保証を付けて、実験内容のマニュアルとガイドラインの関係を描く

必要である。同等であるというエビデンスとして認められれば良いという形にするべきで

ある。 

・ある一定の例示を示すべきではないか。事業所毎でレベルが異なるため、どこで誰がやる

かを示す必要がある。例示をガイドライン内に入れるかマニュアルに入れるかは今後検討

する必要がある。 

・吉村先生としては例示としてきっちり固めるのではなく、ある程度緩めて記載したい。 

→ガイドラインに沿ってロジカルに信頼性確保や教育訓練、測定関連をやったうえでの実

測データを適切な方法で評価する流れとなっているかそれぞれの章でここまでやっていれ

ばよいとするのか。審査側としては最低限ここまで求めるようなラインがあれば審査しや

すい。 

（第 6 章 信頼性担保の方法） 

・ガイドライン中の抽象的な表現（例えば 6.1 責任体制の構築での組織体制を構築すること

が強く推奨される。）などはどこまでの体制を組めば良いのかを考察した方が良い。 

・信頼性を確保するために何を求めているのか（実験データの再現性など）を考えていけば

最低限何が求められているのかを把握することができる。 

・信頼性確保には学術論文になっているものは査読を行っているため信頼性が高いため、学

術論文に従うという書き方でもいいのか。 

→データを見るのではなく信頼性確保のシステムが取られているかが重要になる。 

・基本的にはデータを引用するのではく、事業所で実験を行い、実験内容が正当であるかを

審査してもらうべきである。 

・ガイドラインについてはすべての事業所が行えるのではなく、しかるべき事業所（10 施

設程度）が行えるものにしなくてはいけない。 

（第 7 章 教育及び訓練） 

・教育資料については来年度予算で放射線安全管理学会に依頼を行っている。 
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・ガイドラインの教育については特定の人だけでなく事業所施設全体で行っている教育訓

練に追加して行うのか。 

→この教育については通常のものに追加して行うものではなく、限られた特定の人につい

て行うものである。実測数字に合わせた訓練になるため、特定の人に行うものである。ガイ

ドラインにはそのことについても明記する。 

・教育訓練は At などの飛散率は容器の大きさによって変わるので教育訓練でどのような容

器を使うなど手順について教育する必要がある。 

 

（第 3 章放射線測定機器及び装置、6 章信頼性担保の方法、7 章教育及び訓練について） 

・核種の物理的・化学的性質については今回のガイドラインには入れていないという理解で

いいのか。 

→3 章、6 章、7 章で定義付けをして実測をしているのであれば良い。スタンスしてはすべ

ての規制を緩めるわけではなく、データとしてトレーサビリティがあるものはそれを使用

する考え。 

・化学的根拠が無しに半減期 15 日程度と決める場合は、3 章、6 章、7 章で細かく規定をし

て無秩序に広がないようにする又は 15 日程度にした根拠付けをする必要がある。 

・P-32 は焼却できるのでガイドラインに記載する必要があるか。 

→対象としては入っているが医学利用に主を置いているのでガイドラインには焼却炉まで

は書かなくて良いのではないか。 

・安全研究で研究してきた核種以外も適応するのかまた、加速器で製造するような核種まで

展開するのか安全研究の位置づけとガイドラインで何処まで認めるかをしっかりしなけれ

ばいけない。 

・現在、3 核種で想定しているが半減期 15 日程度で一般化した場合、飛散率などに数値的

な基準をガイドラインで論じることができるか。 

 

（第 3 章 放射線測定器及び装置） 

・3.1（アルファ核種を取り扱う事業所が持つ）6 章（教育訓練）に移動した方がいいのでは

ないか。 

・半減期については減衰について考慮できると書いてあるが、時間を適切に置かないと過小

評価になってしまうため、丁寧に書く必要がある。現状の PET4 核種も一律で 8 時間の減

衰にしている。 

・前提条件を付けて評価を行っているので過大でもなく過小でもない減衰時間評価につい
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て整理しなければいけない。 

・許可上の数値の最大の濃度時間であり、その数値を常に使い続けるという考え方から脱し

なければ話が進まない。規制庁側としても柔軟に考えなければならない。  
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資料 7.「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホック委員会」２０１９

年度 第１回委員会 議事録 

 

日時：８月１６日（金） １5：００～１6：００ （理事会終了後） 

場所：名古屋大学工学部 ５号館２階２３０号室 材料会議室 

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/engg.html 

（工学部・工学研究科 C2③の建物） 

出席者：久下裕司（委員長）、渡部 浩司、西 弘大、右近 直之、吉村 崇（オブザーバ） 

欠席者：柴 和弘、桧垣正吾 

 

議題 

1．本委員会の目的の確認と、平成 31 年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的

推進事業費）「短寿命アルファ線放出核種等の合理的安全規制のためのガイドライン等

の作成」事業について 

吉村氏より「短寿命アルファ線放出核種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の

作成」事業について説明をいただいた。 

２．作成する「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料」について 

１）現在すでに利用可能な資料について 

事前配布された以下の①、②に加えて、各委員が所有する、または作成に関与 

している資料を可能な範囲で共有することが合意された。例として、下記③、④、⑤ 

 

（参考資料） 

1 「放射性医薬品について―教育資料―」（2019.04） 

下記ページの申込フォームにて氏名、所属機関、職種等の事項を登録すれば、PDF 

形式のファイルとしてダウンロード可能。 

https://www.jrias.or.jp/report/cat4/421.html 

2 大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター（吹田本館） 

短寿命アルファ核種の安全取扱教育資料（吉村 崇先生より） 

3 東北大学教育実習用資料（渡部委員） 

4 長崎大学看護師教育資料（西 委員） 

5 日本アイソトープ協会分子イメージングテキスト（作成中）（西 委員） 
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２）どのような教育資料が適切であるか・必要であるか等、に関する意見交換 

 以下の意見交換・方向性の検討が行われた。 

○教育資料は、利用者を対象とするが、適宜、放管担当者用資料も作成する。 

○内容としては、基本的な項目に加えて、詳細な事象に関する資料も作成する。 

○上記①、⑤にはあまり書かれていない、細かな取り扱い方法（下記参照）や防護の具体

的方法などを充実させる。 

○ヒヤリ・ハット事例などを含める。 

○アルファ核種を中心に短寿命核種を使用する際の細かな注意事項に関する教育資料が

必要 

・アルファ核種は、原則として排水には流さない。 

・測定の際の注意事項など（特に、壊変系列を形成する核種での測定法など） 

・放射性ヨウ素、アスタチンなどの飛散に関する注意事項 

○対象核種については、医療利用を目的とする短寿命放射性核種とする。 

・まずは対象となる核種をリストアップする。 

・半減期は 10 日くらいが適切かと思われるが、上記リストの結果により検討する。 

○資料の形式は「パワーポイント資料+論文（解説）」の形式、すなわち JRSM 誌に特集

号として掲載することを一つの目的とする。 

○上記、議論を踏まえ、資料の目次案を作成する。 

 

３）資料作成に向けての役割分担など 

○資料の目次案の作成：アルファ核種については右近委員、それ以外の核種については

西委員が中心となり作成する。（目途として次回委員会までに） 

 

３．その他 

○疑問点、検討事項などについては、随時、メールで意見交換を行う。 

○次回委員会は、12 月 5-7 日の安全管理学会学術大会時に行うが、必要に応じて開催を

検討する（例えば、11 月 1-3 日の日本核医学会総会時など） 

 

以上 
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資料 8.「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホック委員会」２０１９

年度 第２回委員会 議事録 

 

日時：12月 5日 12:00-13:00  

場所：東北大学農学部総合研究棟の会議室 3 

出席者：久下裕司（委員長）、柴 和弘、渡部 浩司、西 弘大、右近 直之、桧垣正吾、 

中島 覚、（オブザーバ：吉村 崇） 

欠席者：なし 

 

議題 

１．前回議事メモの確認 

 前回議事録が確認・承認された。 

２．作成する「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料」について 

１） 西委員、右近委員の作成した教育資料目次、及び「短寿命アルファ線放出核種等

の合理的安全規制のためのガイドライン(案)」に基づき意見交換を行った。その

結果、以下の事項が確認された。 

・ α線放出核種の取扱の詳細に関する資料を充実させる必要があるが、本学会の非

会員も含めて取扱経験を有する人に協力を依頼すること。なお、その候補者とし

て、渡辺茂樹氏（量研・高崎）、大江一弘氏（阪大）が挙げられた。 

・ 放射能測定に関する項目を追加すること。 

・ 資料に用いる図等は、環境省資料（下記）が有用であること。 

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo.html 

 

２） 資料作成に向けての役割分担・スケジュールの再確認など 

以下の役割分担・スケジュールで進めることが了承された。 

2020.1月末までに 各委員は利用可能な手持ち資料（PPT）をクラウドにアッ

プロード。なお、クラウドは久下が学会広報委員会・事

務局と相談して設定する。 

2020.２～３月 PPT 資料の整理と不足分の追加。3 月に第 3 回アドホッ

ク委員会開催。 

2020.３～４月 PPT資料のドラフト版作成。PPTドラフト案理事会確認。 

第 4回アドホック委員会開催。 
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2020.５－７月 学会誌への投稿原稿作成、PPT資料の完成。 

2020.８月 学会誌への投稿原稿作成、PPT資料の理事会承認。 

2020.９月 安全管理学会誌への投稿 
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資料 9.「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料作成アドホック委員会」２０１９

年度 第３回委員会 議事録 

 

日時：2020年 2月 21日 9:30-11:00  

場所：東京大学アイソトープ総合センター 講義室 

出席者：久下裕司（委員長）、右近直之、西 弘大、桧垣正吾、渡部浩司、大江一弘、 

古澤 哲、渡辺茂樹 オブザーバ：吉村 崇 

欠席者：柴 和弘 

 

議題 

１．前回議事メモの確認 

資料に基づき、前回議事メモが確認・承認された。 

 

２．作成する「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料」について 

1） クラウドにアップロードされた短寿命核種教育訓練資料（PPT）について 

久下委員長から、資料、クラウドデータに基づき、アップロードされた短寿命

核種教育訓練資料（PPT）の現状について説明があった。 

2） 上記１）の整理と不足部分について（右近委員、西委員、渡辺委員） 

久下委員長、右近委員から、資料、クラウドデータに基づき、資料の不足部分

について説明があった。その後、不足部分、作成する資料の方向性について、確

認と合意が行われた。主な論点は以下の通りである。 

・α核種・短寿命核種の特殊性に関する資料が不足している。 

・運搬に関する資料が不足している。 

・揮発性 RI、ガス状 RIに関する資料を追加する必要がある。 

・規制庁からは、一般利用者（α核種、短寿命核種を使用しない利用者）の教 

育にも利用できる資料が望まれている。 

 

3） 追加資料作成に向けての役割分担の再確認など 

追加資料作成に向けての役割分担を決定した。各自の役割は以下の通りである。 

また、各自の分担分の資料を３月末までにクラウドにアップすることが同意され

た。 
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委員名等 役割分担 

右近 ・α線の防護 

・（α線に関わる不足部分全般） 

大江 ・α核種の特性（223Ra, 211At, 225Acなど） 

・測定器使用時の諸注意（機器校正：ドーズキャリブレータでのα線

核種の放射能測定） 

久下 ・Ra-223の測定 

・核医学診断、治療の基本的事項の整理と不足分の追加 

・全体の確認（重複・不足分に関するコメント） 

柴 ・運搬に関する資料（学内、学外、下限数量以下等） 

・全体の確認（重複・不足分に関するコメント） 

西 下記項目のうち短寿命核種（非α）に関する内容 

・動物実験 

・臓器、排泄物等の廃棄 

・臓器の保管、測定 

桧垣 ・荷電/非荷電粒子 

・α核種の特性（223Ra, 211At, 225Acなど） 

・放射線の人体影響 

・最大使用数量 

・汚染防止策 

・α核種用の測定器や除染・測定 

・管理区域の入退室記録 

・管理区域内での作法 

 

（図の取捨選択、著作権や RI 協会の図の許諾など） 

 

古澤 下記現場の状況について調査、資料作成 

・作業環境 

・安全取扱器具 

・保管、保管廃棄 

渡辺 以下のうちα核種に関する項目 

・作業環境（ドラフトチャンバー、安全キャビネット、グローブボッ
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クス） 

・動物実験 

渡部 ・放射性ガスの取扱い 

・内部被ばく 

・α核種の測定（専門性が高いためオプション扱い） 

 

なお、吉村氏には、全体の構成等に対するアドバイスをいただく。 

 

３．2019年度報告書について 

 久下委員長から、2019 年度報告書（案）について説明があり、日付を修正して、会長に

提出することが承認された。 

 

４．その他 

１）次回の会議開催について 

 ４月または５月の理事会の日程に合わせて開催する。 
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資料 10.短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料目次案のうち、現在、新たに教育資

料として作成すべき項目（白黒反転） 

 

「短寿命放射性核種の安全取扱のための教育資料」目次案：不足分の検討 

１ 放射能・放射線の基礎に関する項

目 

・放射能と放射線の違い 

・放射性壊変 

・半減期 

・放射線の種類 

・荷電/非荷電粒子 

・光子（制動 X 線、特性 X 線、γ線、消滅放

射線） 

・放射線と物質の相互作用 

・α核種の特性（223Ra, 211At, 225Ac など） 

・単位 

２ 防護に関する項目 ・エネルギーと LET 

・放射線の人体影響 

・単位（Sv） 

・距離、遮蔽、時間 

・個人線量計の使い方 

・α核種の防護 

３ 取り扱いに関する項目 ・非密封線源の取り扱い 

・使用記録 

・最大使用数量 

・実験中のモニタリング 

（NaI、GM、αサーベイメータ―、ハンド

フットクロスモニタ） 

・作業環境 

（ドラフトチャンバー、安全キャビネット、

グローブボックス） 

・安全取扱い器具 

・汚染防止策 
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・動物の取り扱い・諸注意 

・測定器使用時の諸注意 

（機器校正：ドーズキャリブレータでのα

線核種の放射能測定） 

・廃棄物の取り扱い 

 ・ごみの減量について 

 ・可燃・難燃・不燃の区別 

 ・RI 液体の処理（量ごとに） 

 ・RI 針 

・動物廃棄物の取り扱い 

・PET４核種の扱い（７日間ルール） 

 ・α核種の廃棄（他核種との混入防止につい

て） 

 

４ 汚染と除染に関する項目 ・表面汚染の測定（GM） 

・場所の汚染検査 

・人の汚染検査 

・汚染時の対応 

 ・管理室への連絡 

・除染するか減衰を待つか 

・除染の方法 

・α核種用の測定器や除染・測定 

５ 法令、予防規程 ・安全管理体制 

・関係法令 

・業務従事者の義務 

・管理区域の入退室記録 

・管理室内での作法 

・核種ごとの使用場所 

・緊急時連絡網 

６ その他  

*白黒反転文字：新たに教育資料を作成すべき項目 
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資料 11.日本核医学会での発表資料 
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資料 12.日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会での発表資料(1) 
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資料 13.日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会での発表資料(2) 
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資料 14.成果報告会での発表資料 
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